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38－1－1 

【設置許可基準規則】 

(重大事故等対処施設の地盤） 

 

第三十八条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次

に定める地盤に設けなければならない。 

 

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設備」という。）

であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替す

るもの（以下「常設耐震重要重大事故防止設備」という。）が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）基準地震動による地震力

が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することが

できる地盤 

 

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設備」という。）

が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）基準地

震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分

に支持することができる地盤 

 

2 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。次項及び次

条第二項において同じ。）は、変形した場合においても重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。 

 

3 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければなら

ない。 

(解釈） 

1 第３８条の適用に当たっては、本規程別記1に準ずるものとする。 

 

 

 
適合のための設計方針 

１ 一 について 

常設耐震重要重大事故防止設備である所内常設直流電源設備（３系統目）が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準

地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支

持力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱

面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する支

持性能を有する地盤に設置する。 

 

１ 三 について 

常設重大事故緩和設備である所内常設直流電源設備（３系統目）が設置され

る重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有

する地盤に設置する。
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38－1－2 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱

面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する支

持性能を有する地盤に設置する。 

２ について 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。）は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾

斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺す

り込み沈下等の周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

３ について 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。）は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤に

設置する。 
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38－2 

 

重大事故等対処施設の設備分類 

及び設置場所
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38－2－1 

1．設備分類について 

重大事故等対処施設の設備分類について，以下に示す。 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替するもの 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大

事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備であ

って常設のもの 

 

2．設置場所 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設直

流電源設備（３系統目）の 115V 系蓄電池（３系統目）は，第３バッテリ格納槽

内に設置する設計とする。 
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地震による損傷の防止 
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39－1 

 

設置許可基準規則に対する適合
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39－1－1 

【設置許可基準規則】 

 

適合のための設計方針 

１ 一 について 

常設耐震重要重大事故防止設備である所内常設直流電源設備（３系統目）は，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向 

について適切に組み合わせたものとして算定する。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又

はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処

設備，常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備及び常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的

影響によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設

計する。 

 

１ 三 について 

常設重大事故緩和設備である所内常設直流電源設備（３系統目）は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないように設計する。 

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向 

について適切に組み合わせたものとして算定する。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又

はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処

(地震による損傷の防止） 

第三十九条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定

める要件を満たすものでなければならない。 

 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事

故等対処施設を除く。)基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれ

がある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものである

こと。 

 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。)基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

 

2 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ずるおそれがあ

る斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。 
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39－1－2 

設備，常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備及び常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的

影響によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設

計する。 

 

２ について 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）は，基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるお

それがある周辺斜面の崩壊に対して，重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがない場所に設置する。 
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設置場所 
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39－2－1 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設直流

電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）は，第３バッテリ格納槽内に

設置する設計とする。 
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設備分類及び設計方針について
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39－3－1 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するた

めに必要な機能及び設置状態を踏まえて「Ⅰ.設備分類」のとおり分類し，設備分

類に応じて「Ⅱ.設計方針」に示す設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計に

おいて適用する地震動及び当該地震動による地震力等については，設計基準対象

施設のものを設備分類に応じて適用する。 

なお，「Ⅱ.設計方針」の(1), (2) 及び(3)に示す設計方針が，それぞれ第1項の 

第一号，第二号及び第三号の要求事項に対応するものである。 

 

Ⅰ.設備分類 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場

合であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は燃料プールの冷却機能若し

くは注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能(重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大

事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの 

a．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替するもの 

b．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，a. 以外のもの 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大事

故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって

常設のもの 

(3) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設備であって，重

大事故の発生を防止する機能を有する（1）以外の常設のもの 

(4) 可搬型重大事故等対処設備 

     重大事故等対処設備であって可搬型のもの 
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39－3－2 

Ⅱ.設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置される重大事

故等対処施設 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大 

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又 

はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重 

大事故等対処施設については，代替する機能を有する設計基準事故対処設備の

耐震重要度分類のクラスに適用される地震力，常設重大事故防止設備（設計基

準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設については，当該設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(4) 可搬型重大事故等対処設備 

地震による周辺斜面の崩壊，溢水，火災等の影響を受けない場所に適切に保

管する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設直

流電源設備（３系統目）については，特に高い信頼性を持たせるため，弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きいほうの地震力に

対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする。 

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせたものとして算定する。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設

は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属す

る耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設，可搬型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事

故緩和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない

常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって，重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないように設計する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設につい

ては，防波壁の設置及び地盤改良を実施したことにより地下水の流れが遮断さ

れ地下水位が上昇するおそれがあることを踏まえ，地下水位を一定の範囲に保

持する地下水位低下設備を設置し，同設備の効果が及ぶ範囲においては，その

機能を考慮した設計地下水位を設定し水圧の影響を考慮する。地下水位低下設

備の効果が及ばない範囲においては，自然水位より保守的に高く設定した水位

又は地表面にて設計地下水位を設定し水圧の影響を考慮する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設につい

ては，液状化，揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状の影響を考慮した場合にお
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いても，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよ

うに設計する。 
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1．重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

所内常設直流電源設備（３系統目）については，設計基準対象施設の耐震設計

における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処

施設の構造上の特徴，重大事故等における運転状態，重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，設備分類に応じて，

以下の項目に従って耐震設計を行う。 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備である所内常設直流電源設備（３系統目）が

設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重

大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがないように設計する。 

(2) 常設重大事故緩和設備である所内常設直流電源設備（３系統目）が設置され

る重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(3) 特に高い信頼性を持たせるため，所内常設直流電源設備（３系統目）は，弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きいほうの地

震力に対しておおむね弾性状態にとどまる設計とする。 

(4） 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設直

流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有す

る地盤に設置する。 

(5) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設に適用する動的地

震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものと

する。なお，水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し，影響が考えら

れる施設及び設備については許容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

(6) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設が，Ｂクラス及び

Ｃクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故

防止設備，常設重大事故緩和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって，重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

(7) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設の構造計画及び配

置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 
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2．重大事故等対処施設の設備分類 

所内常設直流電源設備（３系統目）が有する重大事故等に対処するために必要

な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合

であって，設計基準事故対処設備の安全機能又は燃料プールの冷却機能若しくは

注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故

の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故対処 

設備が有する機能を代替するもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設

のもの 

(3) 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設備であって，重大

事故の発生を防止する機能を有する(1)以外の常設のもの 

(4) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備であって可搬型のもの 

設備分類について，第 39－１表に示す。 

 

3．地震力の算定方法 

重大事故等対処施設のうち所内常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計に用

いる地震力の算定方法は，令和３年９月 15日に許可を受けた設置変更許可申請

書「添付資料八 1.4.1.3 地震力の算定方法」に示す設計基準対象施設の静的

地震力，動的地震力及び設計用減衰定数について，以下のとおり適用する。なお，

以下に「添付資料八」の呼び込みがあるものは，同設置変更許可申請書の該当箇

所を示す。 

(1) 静的地震力 

所内常設直流電源設備（３系統目）について，「添付資料八 1.4.1.3 地震

力の算定方法」の「(1) 静的地震力」に示すＳクラスの施設に適用する静的地

震力を適用する。 

(2) 動的地震力 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設直

流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設について，「添付資料

八 1.4.1.3 地震力の算定方法」の「（2) 動的地震力」に示す入力地震動を

用いた地震応答解析による地震力を適用する。 

なお，重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の基本構造と異なる施

設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維

持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地

震応答解析又は加振試験等を実施する。 
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(3) 設計用減衰定数 

「添付資料八 1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(3) 設計用減衰定数」を

適用する。 

 

4．荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設のうち所内常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計にお

ける荷重の組合せと許容限界は以下による。 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

a．建物・構築物 

(a) 運転時の状態 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計

上考慮する状態 a .建物・構築物」に示す「(a) 運転時の状態」を適用

する。 

(b) 設計基準事故時の状態 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1） 耐震設計

上考慮する状態 a .建物・構築物」に示す「(b) 設計基準事故時の状態」

を適用する。 

(c) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故時の

状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

(d) 設計用自然条件 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1） 耐震設計

上考慮する状態 a.建物・構築物」に示す「（c) 設計用自然条件」を適用

する。 

b．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1） 耐震設計

上考慮する状態 b.機器・配管系」に示す「（a) 通常運転時の状態」を適

用する。 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計

上考慮する状態 b.機器・配管系」に示す「（b) 運転時の異常な過渡変化

時の状態」を適用する。 

(c) 設計基準事故時の状態 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計

上考慮する状態 b.機器・配管系」に示す「（c) 設計基準事故時の状態」

を適用する。 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故時の

状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

(e) 設計用自然条件 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（1) 耐震設計

上考慮する状態 b.機器・配管系」に示す「（d) 設計用自然条件」を適用

する。 
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(2) 荷重の種類 

a．建物・構築物 

(a) 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件による荷

重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で

の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力に

は，地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含

まれるものとする。 

b．機器・配管系 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは次による。 

a．建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常

設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わせる。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常

設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物については，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれのある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。重

大事故等が地震によって引き起こされるおそれのある事象であるかについ

ては，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに，確率論的

な考察も考慮した上で設定する。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常

設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物については，常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大

事故等時の状態で作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそ

れのない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案のうえ設定する。なお，

継続時間については対策の成立性も考慮したうえで設定する。 

以上を踏まえ，所内常設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事
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故等対処施設の建物・構築物については，一旦事故が発生した場合，長時

間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。 

b．機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常

設直流電源設備（３系統目）については，通常運転時の状態で作用する荷

重と地震力とを組み合わせる。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常

設直流電源設備（３系統目）については，運転時の異常な過渡変化時の状

態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重と地

震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれ

のある事象であるかについては，設計基準対象施設の耐震設計の考え方に

基づくとともに，確率論的な考察も考慮したうえで設定する。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常    

設直流電源設備（３系統目）については，運転時の異常な過渡変化時の状

態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち

地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み

合わせる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案のうえ設定する。

なお，継続時間については対策の成立性も考慮したうえで設定する。 

 以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用する荷重と地震力（基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）との組合せについては，

以下を基本設計とする。所内常設直流電源設備（３系統目）が設置される

重大事故等対処施設の建物・構築物については，一旦事故が発生した場合，

長時間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み

合わせる。 

   c．荷重の組合せ上の留意事項 

(a)  常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常

設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設に作用する

地震力のうち，動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせ算定するものとする。 

(b)  ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場

合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

(c)  複数の荷重が同時に作用する場合，それらの荷重による応力の各ピーク

の生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば，必ずしもそ

れぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

(d)  重大事故等対処施設である所内常設直流電源設備（３系統目）を支持す

る建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持さ

れる施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重，重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

(4) 許容限界 

所内常設直流電源設備（３系統目）に作用する地震力と他の荷重とを組み合
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わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし，安全上適切と認められる規格

及び基準，試験等で妥当性が確認されている許容応力等を用いる。 

a．建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常

設直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「（4) 許容限界」

に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せ

に対する許容限界を適用する。 

(b) 建物・構築物の保有水平耐力 

「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の「(4) 許容限界」

に示す建物・構築物の保有水平耐力に対する許容限界を適用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分類」を「重大事故等対処施設が

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のク

ラス」に読み替える。ただし，常設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設については，当該クラスをＳクラスとする。 

b．機器・配管系 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）については，「添付資料八 1.4.1.4 荷重の組合

せと許容限界」の「(4) 許容限界」に示すＳクラスの機器・配管系の地震力

との組合せに対する許容限界を適用する。 

c.基礎地盤の支持性能 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設

直流電源設備（３系統目）が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，

機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤については，「添付資料八 1.4.1.4 

 荷重の組合せと許容限界」の「（4) 許容限界」に示すＳクラスの建物・構

築物，Ｓクラスの機器・配管系の基礎地盤の基準地震動Ｓｓによる地震力と

の組合せに対する許容限界を適用する。 

5. 設計における留意事項 

重大事故等対処施設のうち所内常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計にお

ける留意事項については「添付資料八 1.4.1.5 設計における留意事項」を適

用する。 

ただし，適用に当たっては，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故防止

設備及び常設重大事故緩和設備である所内常設直流電源設備（３系統目）が設置

される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために

必要な機能」に読み替える。 

なお，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響については，

Ｂクラス及びＣクラスの施設に加え，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設

重大事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属す

る耐震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処

施設，可搬型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の

重大事故等対処施設の影響についても評価する。 
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6. 構造計画と配置計画 

重大事故等対処施設のうち所内常設直流電源設備（３系統目）の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対

し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度

を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り

重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据付け状態になるよう配置する。 

 

Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大

事故防止設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設，

可搬型重大事故等対処設備並びに常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備

及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）のいずれにも属さない常設の重大事

故等対処施設は，原則，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備

又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

がＳクラスのもの）が設置される重大事故等対処施設に対して離隔をとり配置す

る，若しくは基準地震動Ｓｓに対し構造強度を保つようにし，常設耐震重要重大

事故防止設備，常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置される重大事故等

対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 
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第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（１／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅰ．常設耐震重

要重大事故防

止設備以外の

常設重大事故

防止設備 

常設重大事故防

止設備であって，

耐震重要施設に

属する設計基準

事故対処設備が

有する機能を代

替するもの以外

のもの 

(1)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）〔Ｃ〕 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備

を含む。） 

 

(2)原子炉冷却系統施設 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

 

(3)計測制御系統施設 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備

を含む。） 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・無線通信設備（固定型） 

・衛星電話設備（固定型） 

・無線通信設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 

・衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 

・無線通信装置［伝送路］ 

・有線（建物内）（有線式通信設備，無線通信設備（固定型），衛星

電話設備（固定型）に係るもの）［伝送路］ 

 

(4)非常用取水設備 

・取水口〔Ｃ〕 

・取水管〔Ｃ〕 

・取水槽〔Ｃ〕 
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第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（２／13） 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重

要重大事故防

止設備 

常設重大事故防

止設備であって，

耐震重要施設に

属する設計基準

事故対処設備が

有する機能を代

替するもの 

(1)原子炉本体 

・原子炉圧力容器〔Ｓ〕 

 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料プールスプレイ系 配管・弁［流路］ 

・燃料プール冷却ポンプ〔Ｂ〕 

・燃料プール冷却系熱交換器〔Ｂ〕 

・原子炉補機冷却系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁[流路] 

・燃料プール冷却系 配管・弁［流路］〔Ｂ〕 

・燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク［流路］〔Ｂ〕 

・燃料プール冷却系 ディフューザ［流路］〔Ｂ〕 

・燃料プール〔Ｓ〕 

 

(3)原子炉冷却系統施設 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁［流路］ 

・主蒸気系 配管・クエンチャ［流路］〔Ｓ，Ｂ〕 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁［流路］ 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁［流路］ 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ，Ｂ〕 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁［流路］ 

・原子炉浄化系 配管［流路］〔Ｓ〕 

・給水系 配管・弁・スパージャ［流路］〔Ｓ〕 

・逃がし安全弁［操作対象弁］〔Ｓ〕 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ〔Ｓ〕 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ［流路］〔Ｓ〕 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］ 

・原子炉補機冷却系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕 

・残留熱除去系熱交換器［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁[流路] 

・低圧原子炉代替注水槽 

・サプレッション・チェンバ〔Ｓ〕 
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第39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（３／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重

要重大事故防

止設備 

常設重大事故防

止設備であって，

耐震重要施設に

属する設計基準

事故対処設備が

有する機能を代

替するもの 

(4)計測制御系統施設 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・制御棒〔Ｓ〕 

・制御棒駆動機構〔Ｓ〕 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット〔Ｓ〕 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

・ほう酸水注入ポンプ〔Ｓ〕 

・ほう酸水貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・ほう酸水注入系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）［流路］〔Ｓ〕 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・自動減圧起動阻止スイッチ〔Ｓ〕 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ 

・逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力〔Ｓ〕 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域）〔Ｓ〕 

・原子炉水位（燃料域）〔Ｓ〕 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（Ｂ系）〔Ｓ〕 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・中性子源領域計装〔Ｓ〕 

・中間領域計装〔Ｓ〕 

・平均出力領域計装〔Ｓ〕 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・Ｃ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｄ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧〔Ｓ〕 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕 
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第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（４／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重

要重大事故防

止設備 

常設重大事故防

止設備であって，

耐震重要施設に

属する設計基準

事故対処設備が

有する機能を代

替するもの 

(4)計測制御系統施設（続き） 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

 

(5)放射線管理施設 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）〔Ｓ〕 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）〔Ｓ〕 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・中央制御室遮蔽〔Ｓ〕 

・再循環用ファン〔Ｓ〕 

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン〔Ｓ〕 

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット〔Ｓ〕 

・中央制御室換気系ダクト［流路］〔Ｓ〕 

・中央制御室換気系弁［流路］〔Ｓ〕 

 

(6)原子炉格納施設 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］ 

・残留熱除去系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］〔Ｓ〕 

・格納容器代替スプレイ系 配管・弁［流路］ 

・第１ベントフィルタスクラバ容器 

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

・圧力開放板 

・格納容器フィルタベント系 配管・弁［流路］ 

・窒素ガス制御系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・非常用ガス処理系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・遠隔手動弁操作機構 

・第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

・配管遮蔽 

・原子炉格納容器〔Ｓ〕 
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第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（５／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重

要重大事故防

止設備 

常設重大事故防

止設備であって，

耐震重要施設に

属する設計基準

事故対処設備が

有する機能を代

替するもの 

(7)非常用電源設備 

・SRV用電源切替盤〔Ｓ〕 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁［燃料流路］ 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁［燃料流路］ 

・Ａ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ａ－115V系充電器〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系充電器〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・230V系充電器（ＲＣＩＣ）〔Ｓ〕 

・ＳＡ用 115V系蓄電池 

・ＳＡ用 115V系充電器 

・230V系充電器（常用）〔Ｃ〕 

・115V系蓄電池（３系統目） 

・緊急用メタクラ 

・メタクラ切替盤 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロールセンタ 

・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤〔Ｓ〕 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

・緊急時対策所 低圧母線盤 

・緊急時対策所用燃料地下タンク 
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39－4－13 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（６／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅱ．常設耐震重

要重大事故防

止設備 

常設重大事故防

止設備であって，

耐震重要施設に

属する設計基準

事故対処設備が

有する機能を代

替するもの 

(7)非常用電源設備（続き） 

・ＳＡ電源切替盤〔Ｓ〕 

・重大事故操作盤 

・非常用高圧母線Ｃ系〔Ｓ〕 

・非常用高圧母線Ｄ系〔Ｓ〕 
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39－4－14 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（７／13） 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事

故緩和設備 

重大事故等対処

設備のうち，重大

事故が発生した

場合において，当

該重大事故の拡

大を防止し，又は

その影響を緩和

するための機能

を有する設備で

あって常設のも

の 

(1)原子炉本体 

・原子炉圧力容器〔Ｓ〕 

 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料プールスプレイ系 配管・弁［流路］ 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）〔Ｃ〕 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備

を含む。） 

・燃料プール〔Ｓ〕 

 

(3)原子炉冷却系統施設 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁［流路］ 

・主蒸気系 配管・クエンチャ［流路］〔Ｓ，Ｂ〕 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁［流路］ 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁［流路］ 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ，Ｂ〕 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁［流路］ 

・原子炉浄化系 配管［流路］〔Ｓ〕 

・給水系 配管・弁・スパージャ［流路］〔Ｓ〕 

・逃がし安全弁［操作対象弁］〔Ｓ〕 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ〔Ｓ〕 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・サプレッション・チェンバ〔Ｓ〕 
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39－4－15 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（８／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事

故緩和設備 

重大事故等対処

設備のうち，重大

事故が発生した

場合において，当

該重大事故の拡

大を防止し，又は

その影響を緩和

するための機能

を有する設備で

あって常設のも

の 

(4)計測制御系統施設 

・ほう酸水注入ポンプ〔Ｓ〕 

・ほう酸水貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・ほう酸水注入系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）［流路］〔Ｓ〕 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（Ｂ系）〔Ｓ〕 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系）〔Ｓ〕 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・原子炉建物水素濃度 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力〔Ｓ〕 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域）〔Ｓ〕 

・原子炉水位（燃料域）〔Ｓ〕 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・ペデスタル水位 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

・残留熱除去系熱交換器出口温度〔Ｓ〕 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備

を含む。） 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

・Ｃ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｄ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧〔Ｓ〕 
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39－4－16 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（９／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事

故緩和設備 

重大事故等対処

設備のうち，重大

事故が発生した

場合において，当

該重大事故の拡

大を防止し，又は

その影響を緩和

するための機能

を有する設備で

あって常設のも

の 

(4)計測制御系統施設（続き） 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧〔Ｓ〕 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧〔Ｓ〕 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

・無線通信設備（固定型） 

・衛星電話設備（固定型） 

・無線通信設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 

・衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］ 

・無線通信装置［伝送路］ 

・有線（建物内）（安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に係る

もの）［伝送路］ 

・有線（建物内）（衛星電話設備（固定型）に係るもの）［伝送路］ 

・有線（建物内）（有線式通信設備，無線通信設備（固定型），衛星

電話設備（固定型）に係るもの）［伝送路］ 

 

(5)放射線管理施設 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）〔Ｓ〕 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）〔Ｓ〕 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・中央制御室遮蔽〔Ｓ〕 

・中央制御室待避室遮蔽 

・再循環用ファン〔Ｓ〕 

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン〔Ｓ〕 

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット〔Ｓ〕 

・中央制御室換気系ダクト[流路]〔Ｓ〕 

・中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁）[流路] 

・中央制御室換気系弁［流路］〔Ｓ〕 

・緊急時対策所遮蔽 

・緊急時対策所空気浄化装置（配管・弁）[流路] 

・緊急時対策所正圧化装置（配管・弁）[流路] 
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39－4－17 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（10／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事

故緩和設備 

重大事故等対処

設備のうち，重大

事故が発生した

場合において，当

該重大事故の拡

大を防止し，又は

その影響を緩和

するための機能

を有する設備で

あって常設のも

の 

(6)原子炉格納施設 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁［流路］ 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ〕 

・格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］〔Ｓ〕 

・格納容器代替スプレイ系 配管・弁［流路］ 

・第１ベントフィルタスクラバ容器 

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

・圧力開放板 

・格納容器フィルタベント系 配管・弁［流路］ 

・窒素ガス制御系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・非常用ガス処理系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・遠隔手動弁操作機構 

・第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

・配管遮蔽 

・残留熱代替除去ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却系サージタンク［流路］〔Ｓ〕 

・残留熱代替除去系 配管・弁［流路］ 

・コリウムシールド 

・ペデスタル代替注水系 配管・弁［流路］ 

・窒素ガス代替注入系 配管・弁［流路］ 

・静的触媒式水素処理装置 

・非常用ガス処理系排気ファン〔Ｓ〕 

・前置ガス処理装置［流路］〔Ｓ〕 

・後置ガス処理装置［流路］〔Ｓ〕 

・非常用ガス処理系排気管［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

・原子炉格納容器〔Ｓ〕 

・原子炉建物原子炉棟〔Ｓ〕 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁［流路］ 
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39－4－18 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（11／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅲ．常設重大事

故緩和設備 

重大事故等対処

設備のうち，重大

事故が発生した

場合において，当

該重大事故の拡

大を防止し，又は

その影響を緩和

するための機能

を有する設備で

あって常設のも

の 

(7)非常用電源設備 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁［燃料流路］ 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク〔Ｓ〕 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁［燃料流路］ 

・Ｂ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・Ｂ－115V系充電器〔Ｓ〕 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）〔Ｓ〕 

・ＳＡ用 115V系蓄電池 

・ＳＡ用 115V系充電器 

・230V系充電器（常用）〔Ｃ〕 

・115V系蓄電池（３系統目） 

・緊急用メタクラ 

・メタクラ切替盤 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロールセンタ 

・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤〔Ｓ〕 

・ＳＡ電源切替盤〔Ｓ〕 

・重大事故操作盤 

・非常用高圧母線Ｃ系〔Ｓ〕 

・非常用高圧母線Ｄ系〔Ｓ〕 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

・緊急時対策所 低圧母線盤 

・緊急時対策所用燃料地下タンク 

・Ａ－115V系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ａ－115V系充電器〔Ｓ〕 

 

(8)非常用取水設備 

・取水口〔Ｃ〕 

・取水管〔Ｃ〕 

・取水槽〔Ｃ〕 
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39－4－19 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（12／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅳ．常設重大事

故防止設備

（設計基準

拡張） 

設計基準対象施

設のうち，重大事

故等発生時に機

能を期待する設

備であって，重大

事故の発生を防

止する機能を有

する常設重大事

故防止設備以外

の常設のもの 

(1)原子炉冷却系統施設 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁［流路］ 

・主蒸気系 配管［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ ［流路］ 

・原子炉浄化系 配管［流路］〔Ｓ〕 

・給水系 配管・弁・スパージャ［流路］〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ・ポンプ〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ［流路］

〔Ｓ〕 

・残留熱除去系注水弁（MV222-5A,5B,5C）〔Ｓ〕 

・低圧炉心スプレイ・ポンプ〔Ｓ〕 

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ［流路］

〔Ｓ〕 

・低圧炉心スプレイ系注水弁（MV223-2）〔Ｓ〕 

・残留熱除去ポンプ〔Ｓ〕 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ジェットポンプ［流路］〔Ｓ〕 

・残留熱除去系熱交換器〔Ｓ〕 

・原子炉再循環系 配管・弁［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却水ポンプ〔Ｓ〕 

・原子炉補機海水ポンプ〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却系熱交換器〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ［流路］〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ［流路］

〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系 サージタンク［流路］〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ〔Ｓ〕 

 

(2)計測制御系統施設 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量〔Ｓ〕 

・残留熱除去ポンプ出口流量〔Ｓ〕 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量〔Ｓ〕 

・残留熱除去系熱交換器入口温度〔Ｓ〕 

・残留熱除去系熱交換器出口温度〔Ｓ〕 

・残留熱除去ポンプ出口流量〔Ｓ〕 

・残留熱除去ポンプ出口圧力〔Ｓ〕 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力〔Ｓ〕 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力〔Ｃ〕 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度〔Ｃ〕 

・ＲＣＷサージタンク水位〔Ｃ〕 

 

(3)原子炉格納施設 

・残留熱除去ポンプ〔Ｓ〕 

・残留熱除去系熱交換器〔Ｓ〕 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ［流路］〔Ｓ〕 

・格納容器スプレイ・ヘッダ[流路]〔Ｓ〕 
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39－4－20 

第 39－1表 重大事故等対処施設（主要設備）の設備分類（13／13） 
 

設備分類 定義 

主要設備 

（〔 〕内は設計基準対象施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

Ⅳ．常設重大事

故防止設備

（設計基準拡

張） 

設計基準対象施

設のうち，重大事

故等発生時に機

能を期待する設

備であって，重大

事故の発生を防

止する機能を有

する常設重大事

故防止設備以外

の常設のもの 

(4)非常用電源設備 

・非常用ディーゼル発電機〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機〔Ｓ〕 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ〔Ｓ〕 

・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク〔Ｓ〕 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁［燃料流路］〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ〔Ｓ〕  

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク〔Ｓ〕  

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁[燃料流

路] 〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池〔Ｓ〕 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池〔Ｓ〕 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池〔Ｓ〕 

・高圧炉心スプレイ系充電器〔Ｓ〕 

・Ａ－原子炉中性子計装用充電器〔Ｓ〕 

・Ｂ－原子炉中性子計装用充電器〔Ｓ〕 
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津波による損傷の防止 
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設置許可基準規則に対する適合
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40－1－1 

【設置許可基準規則】 

(津波による損傷の防止） 

第四十条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，基準津波に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないよう以下の方針とする。 

 

(1) 津波の敷地への流入防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）を内包する建物及び区画の設置された

敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設

計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入させない設計とする。 

 

(2) 漏水による安全機能への影響防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）を内包する建物及び区画において,漏水

する可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処

するために必要な機能への影響を防止する設計とする。 

 

(3) 津波防護の多重化 

(1)(2)に規定するもののほか，所内常設直流電源設備（３系統目）を内包す

る建物及び区画については，浸水防護を行うことにより津波による影響等から

隔離する。そのため，浸水防護重点化範囲を明確化するとともに，必要に応じ

て実施する流入防止の対策については，地震による溢水に加えて津波の流入を

考慮した浸水範囲及び浸水量を安全側に想定した上で，浸水防護重点化範囲に

流入する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対し

て流入防止の対策を施す設計とする。 
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40－2－1 

所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）は，基準津

波に対して必要な機能が損なわれない第３バッテリ格納槽内に設置する設計

とする。 
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火災による損傷の防止 
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設置許可基準規則に対する適合
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41－1－1 

【設置許可基準規則】 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な

機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災

感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるものとする。 

 

適合のための設計方針 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，火災により重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感知及び消火の措

置を講じるものとする。 

 

(1) 火災発生防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，不燃性材料若しくは難燃性材料と

同等以上の性能を有するものである場合又は他の重大事故等対処施設，設計

基準事故対処設備等に火災が発生することを防止するための措置が講じられ

ている場合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮断器

の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るとともに，必

要な電気設備に接地を施す設計とする。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を設け

るとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

 

(2) 火災感知及び消火 

所内常設直流電源設備（３系統目）に対して，早期の火災感知及び消火を

行うため異なる感知方式の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火設備

及び消火器を設置する設計とし，所内常設直流電源設備（３系統目）を設置

する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難なところには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を

設置する設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画の火

災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の区分に応じて，地震発生

時に機能を維持できる設計とする。 

 

(3) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作について 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても，消火設備の消

火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，所内常設直流電源設備（３

系統目）の重大事故等に対処する機能を損なわない設計とする。
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火災防護の要求事項について
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所内常設直流電源設備（３系統目）は，以下に示すとおり，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（以下「火災防護に係る審査基準」

という。）における火災発生防止，火災の感知及び消火の要求に対して，以下の

とおり適合するように設計する。 

重大事故等対処施設として設置する所内常設直流電源設備（３系統目）を火災

から防護することを目的として，以下に示す火災区域又は火災区画の分類に基づ

き，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講

じる。 

 

1. 基本事項 

[要求事項] 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、

系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び

火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域 

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員

の体制を含めた火災防護計画を策定すること。 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認する

こと。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010

及びJEAG4607-2010を参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足さ

れているか否かを確認することができないものもあるが、その点については

詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。 

 

(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設として設置する所内常設直流電源設備（３系統目）及

び当該設備に使用しているケーブルを火災防護対象機器及び火災防護対象ケ

ーブルとする。 

 

(2) 火災区域及び火災区画の設定 

第３バッテリ格納槽について，重大事故等対処施設と設計基準事故対処設

備の配置も考慮して，火災区域及び火災区画を設定する。 

また，火災区画は，第３バッテリ格納槽で設定した火災区域を重大事故等

対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。 

（添付資料－1） 
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なお，所内常設直流電源設備（３系統目）のうち，第３バッテリ格納槽内

に設置する機器以外の機器については，既存の火災区域及び火災区画を適用

する。 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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1.1 火災発生防止 

1.1.1 発電用原子炉施設内の火災発生防止 

[要求事項] 

2.1 火災発生防止 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対

策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講ずること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講ずるこ

と。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合

は、この限りでない。 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損な

うことがないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施す

こと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火

性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留

する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装

品は防爆型とすること。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのあ

る設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。た

だし、災害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう

に、水素を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそ

れのある場所には、その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発するこ

と。 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の

安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずるこ

と。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継

電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止

する設計であること。 

 

 

重大事故等対処施設として設置する所内常設直流電源設備（３系統目）は，以

下のとおり，火災の発生を防止するための対策を講じる。 
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(1) 火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域又は火災区画には，以下の火災発生防止対策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険

物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとし

て定められている水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のう

ち可燃性である「水素ガス」を対象とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）は水素ガ

スを内包する設備に該当する。 

 

① 漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について以下に示す。 

火災区域に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する

115V系蓄電池（３系統目）は，「④防爆」に示す漏えいの防止，拡大防止対

策を講じる設計とする。 

なお，充電時に水素ガスが発生する蓄電池については，機械換気を行うと

ともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより，水素ガスの漏

えい拡大を防止する設計とする。 

 

② 配置上の考慮 

火災区域に対する配置上の考慮について以下に示す。 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する

115V 系蓄電池（３系統目）の火災により，重大事故等に対処する機能が損な

われないよう，115V系蓄電池（３系統目）と重大事故等対処施設は，壁等の

設置による配置上の考慮を行う設計とする。 

 

③ 換気 

火災区域又は火災区画に対する設備の換気について以下に示す。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する115V系蓄電池（３系統目）

を設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に

示す換気空調設備による機械換気により換気を行う設計とする。 

 

・115V系蓄電池（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画は，ガスタ

ービン発電機からも給電できる基準地震動Ｓｓに対して機能維持可能

な設計とする換気空調設備による機械換気を行うことにより，水素濃度

を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

（添付資料-2） 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する115V系蓄電池（３系統目）

を設置する火災区域は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう排

風機で換気されるが，排風機は多重化して設置する設計とするため，動的機

器の単一故障を想定しても換気は可能である。 
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④ 防爆 

火災区域に対する防爆対策について以下に示す。 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する

115V系蓄電池（３系統目）は，「③換気」に示す機械換気を行う設計とする。 

したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び

「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならないため，当該

の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせ

ず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に

関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施す設計と

する。 

 

⑤ 貯蔵 

115V系蓄電池（３系統目）は，貯蔵機器ではない。 

 

(2) 可燃性の蒸気又は微粉への対策 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を発

生する設備ではない。 

 

(3) 発火源への対策 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，火花を発生する設備や高温の設備に

該当しない。 

 

(4) 水素ガス対策 

火災区域又は火災区画に対する水素ガス対策について以下に示す。 

水素ガスを内包する所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３

系統目）を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水素

ガスが発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち込ま

ないこととする。また，「③換気」に示すように機械換気を行うことによって

水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計するとともに，蓄電池室の上部

に水素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である４vol％の１／４

以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。 

第41－2－1図に水素濃度検出設備の例を示す。 
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第41－2－1図 水素濃度検出設備の例 

 

(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）を設置する

火災区域又は火災区画は，「(4) 水素ガス対策」に示すように，機械換気を行

うことにより水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

 

(6) 過電流による過熱防止対策 

所内常設直流電源設備（３系統目）に係る電気系統は，送電線への落雷等外

部からの影響や，地絡，短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止する

ために，保護継電器，遮断器により，故障回路を早期に遮断する設計とする。 

第41－2－2図に，島根原子力発電所２号炉の重大事故等対処施設の電気系統

（設計基準対象施設の電気系統は除く）における保護継電器及び遮断器の設置

箇所を示す。 

 

  

 

         
水素濃度検知器（蓄電池室の例）   水素濃度検知器（拡大） 

 
 

  
中央制御盤（警報発報） 水素濃度検出装置 
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1.1.2 不燃性・難燃性材料の使用 

[要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築

物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能

を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該

構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生する

ことを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物

のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないもの

を使用すること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、

チャコールフィルタについては、この限りでない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用する

こと。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他

の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機

器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤

等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、ま

た、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、

延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383又はIEEE1202 
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所内常設直流電源設備（３系統目）に対する，不燃性材料及び難燃性材料の使

用について(1)～(6)に示す。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は以下のいずれかの設

計とする。 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材

料」という。）を使用する設計とする。 

・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術

上困難であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の

重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置

を講じる設計とする。 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

所内常設直流電源設備（３系統目）のうち，電線管，盤の筐体及びこれらの

支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保を考慮

し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不

燃性材料を使用する設計とする。 

 

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

所内常設直流電源設備（３系統目）に係る電気系統の遮断器は，可燃性物質

である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。 

 

(3) 難燃ケーブルの使用 

所内常設直流電源設備（３系統目）に使用するケーブルには，実証試験によ

り自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブル

の場合はIEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する

設計とする。 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

所内常設直流電源設備（３系統目）には，換気空調設備のフィルタを設置し

ない。 

 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

所内常設直流電源設備（３系統目）については，保温材を使用しない。 

 

(6) 建物内装材に対する不燃性材料の使用 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する建物の内装材は，ケイ酸カル

シウム等，建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する。 
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1.1.3 自然現象による火災発生の防止 

[要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器

に火災が発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であ

ること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設

置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止するこ

と。なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号（平成25年6月19

日原子力規制委員会決定））に従うこと。 

 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，

網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電

所及びその周辺での発生可能性，所内常設直流電源設備（３系統目）への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，所内常設直流電源設備

（３系統目）に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学

的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑り・土石流については，それぞれの現

象に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護

することで火災の発生を防止する設計とする。 

洪水，凍結，降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響に

ついては，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から

発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火

災が発生する自然現象ではない。 

したがって，落雷，地震及び竜巻（風（台風）を含む。）について，これらの

現象によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計

とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 

 

(1) 落雷による火災の発生防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，落雷による火災発生を防止するため，

地盤面から高さ20mを超える建築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築

物等の避雷設備（避雷針）」又は「JIS A 4201 建築物等の雷保護」に準拠し

た避雷設備（避雷針，棟上導体）の設置及び接地網の布設を行う設計とする。

なお，これらの避雷設備は，基準地震動に対して機能維持可能な建物又は主排

気筒に設置する設計とする。 
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(2) 地震による火災の発生防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，施設の区分に応じて十分な支持性能

をもつ地盤に設置するとともに，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するよう，「実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の

解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。 

 

(3) 森林火災による火災の発生防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，外部火災影響評価（発電所敷地外で

発生する森林火災の影響評価）を行い，森林火災による原子炉施設への延焼防

止対策として発電所敷地内に設置した防火帯（評価上必要とされる防火帯幅

19.5mに対し，幅約21mを確保）で囲んだ内側に配置することで，火災の発生を

防止する設計とする。 

 

 

(4) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，建物内に設置することにより，竜巻

（風（台風）を含む。）による火災発生防止を講じる設計とする。 
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1.2 火災の感知，消火 

1.2.1 早期の火災感知及び消火 

[要求事項] 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境

条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知

できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこ

れと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置するこ

と。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止するための方

策を講ずること。 

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２３

条第４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項におい

て求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発

信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号）第

１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置

すること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であるこ

と。 

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を

発すること）を防止するための方策がとられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状態で燃焼が進行する

無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞれ設置することと

は、例えば、熱感知器と煙感知器のような感知方式が異なる感知器の組合せ

や熱感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知器のような組合せと

なっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定する

ことができる受信機が用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や

煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられて

いること。 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合

は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が

用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシ

ステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当

該システムが適切に設置されていること。 
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(1) 火災感知設備 

火災感知設備は，所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又

は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，以

下を踏まえた設計とする。 

 

① 火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，

取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙する

こと等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。 

なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規則第23条に基づく

設置範囲にしたがって設置する設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画の火

災感知設備については，感知器を一つずつ特定できる機能を有する設計とす

る。 

 

② 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，上記①の環境条件等を考慮し，火災感知器

を設置する火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の火災を早期に感

知できるよう固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感

知器，又は非アナログ式の炎感知器を組合せて設置する設計とする。 

炎感知器は，非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知

するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性

がある。 

ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，か

つ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」も

のと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視す

ることはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握す

ることができる」ものと定義する。 

 

○ 115V系蓄電池（３系統目）を設置する蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上

昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，か

つ固有の信号を発する異なる感知方式の煙感知器及び熱感知器を設置す

る設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしながら，蓄電池室

内には蒸気を発生する設備等はなく，換気空調設備により安定した室内環

境を維持していることから，蒸気等が充満するおそれはなく，非アナログ

式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気空調設備に

より安定した室温を維持していることから，火災感知器の作動値を室温よ

り高めに設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する可能性

は低い。このため，水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点から，防

爆型の非アナログ式火災感知器を設置する設計とする。 
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③ 火災感知設備の電源確保 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画の火

災感知設備は全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給さ

れるまでの70分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源

を確保する設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されて

いる非常用電源より供給する設計とする。 

 

④ 火災受信機盤 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画の火

災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室及び補助盤室に設置し，火災感知

設備の作動状況を常時監視できる設計とする。 

また，受信機盤は，構成されるアナログ式の受信機により以下のとおり，

火災発生場所を特定できる設計とする。 

○アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つ

ずつ特定できる設計とする。 

○水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室に設置する非アナ

ログ式の防爆型の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を

１つずつ特定できる設計とする。 
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(2) 消火設備 

[要求事項] 

(2) 消火設備 

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。 

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流

体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機

器に悪影響を及ぼさないように設置すること。 

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消

火剤を備えること。 

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

d.移動式消火設備を配備すること。 

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計

であること。 

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機

器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置さ

れる消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する

構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火災時

に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火

設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置さ

れる火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動

が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設

置すること。 

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及び

その出入通路に設置すること。 

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、

以下に掲げるところによること。 

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計

であること。 

b.2時間の最大放水量を確保できる設計であること。 

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場合には、隔離弁等を

設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であるこ

と。 

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むお

それのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げるところによるほ

か、固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報

を吹鳴させる設計であること。 

 

（参考） 

(2) 消火設備について 

①－ｄ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する

規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第８３条第３号を踏まえて設置さ
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れていること。 

①－ｇ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係

る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災

区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は

火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の

動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。 

①－ｈ－１ 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備

の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計

されていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火

設備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①－ｈ－２ 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系

消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設

備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所に

は、ハロン1301を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認するこ

と。 

②－ｂ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最

大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火

設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての2時間は、米国原子力規制委員会

（NRC）が定めるRegulatory Guide 1.189で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide 1.189

では、1,136,000リットル（1,136m3）以上としている。 

 

消火設備は，所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災

区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 

消火設備は，以下を踏まえた設計とする。 

 

① 所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画に設

置する消火設備 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画に設

置する消火設備は，火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放

射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを

考慮して設計する。 

 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定 

建物内の重大事故等対処施設として設置する所内常設直流電源設備(３

系統目）の火災区域又は火災区画は，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難となる場所として選定する。 

 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画は，
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自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガ

ス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏

まえハロゲン化物消火剤とする。 

 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域に対する消火用

水供給系の水源は，補助消火水槽（約200m3）を２基設置し多重性を有する

設計とする。 

消火用水供給系の消火ポンプは，電動機駆動消火ポンプを２台設置し，

多重性を有する設計とする。 

 

③ 火災に対する二次的影響の考慮 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画に設

置する全域ガス消火設備は，火災が発生している火災区域又は火災区画から

の火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び

爆発等の二次的影響が，火災が発生していない重大事故等対処施設に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火ガス放出エリアとは別

のエリアに設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しな

いよう，ボンベに接続する安全弁等によりボンベの過圧を防止する設計とす

る。 

④ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

全域ガス消火設備については，消防法施行規則第二十条に基づき単位体積

当たり必要な消火剤を配備する設計とする。特に，複数の場所に対して消火

する設備の消火剤の容量は，複数の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大

となる場所の必要量以上とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑥ 消火用水の最大放水量

の確保」に示す。 

 

⑤ 移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第

八十三条第三号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の資機

材を備え付けている化学消防自動車（１台，泡消火薬剤500L／台，水槽1,300L

／台），小型動力ポンプ付水槽車（１台，水槽5,000L／台），1,000Lの泡消

火薬剤を配備する設計とする。 

 

⑥ 消火用水の最大放水量の確保 

消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火栓である。屋内及

び屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関す

る基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足

するよう，２時間の最大放水量（120m3）を確保する設計とする。 
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⑦ 水消火設備の優先供給 

消火用水供給系は，復水輸送系，所内ボイラ，海水電解装置等へ送水する

ラインと接続されているが，隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水

供給系の供給を優先する設計とする。また，水道水系等と共用する場合には，

隔離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する

設計とする。なお，水道水系とは共用しない設計とする。 

 

⑧ 消火設備の故障警報 

消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，電源断等の故障警報を中

央制御室に吹鳴する設計とする。 

 

⑨ 消火設備の電源確保 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画に設

置する全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよう，非

常用電源から受電するとともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池

も設ける設計とする。 

 

⑩ 消火栓の配置 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画に設

置する消火栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及

び第十九条（屋外消火設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径

25mの範囲を考慮して配置し，屋外は消火栓から半径40mの範囲における消火

活動を考慮して配置することによって，全ての火災区域又は火災区画の消火

活動に対処できるように配置する設計とする。 

 

⑪ 固定式消火設備等の職員退避警報 

固定式消火設備である全域ガス消火設備は，動作前に職員等の退出ができ

るように警報又は音声警報を吹鳴し，20秒以上の時間遅れをもってガスを放

出する設計とする。 

 

⑫ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることから，

汚染された液体が管理されない状態で管理区域外への流出を防止するため，

管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに，各フロアの建物内

排水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計とする。万一，流

出した場合であっても建物内排水系から系外に放出する前にサンプリング

を実施し，検出が可能な設計とする。 

 

⑬ 消火用非常照明 

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，

移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間（最大約１時間

程度（中央制御室での感知後，建物内の火災発生場所に到達する時間約10分，

消火活動準備約30～40分（訓練実績）））に加え消火継続時間20分を考慮し

て，８時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。 
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1.2.2 地震等の自然現象への対策 

[要求事項] 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象

によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が設

置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷しSク

ラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないこと

が要求されるところであるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震動によ

る損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維

持されることについて確認されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよ

う、設計に当たっては配置が考慮されていること。 

 

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象として

は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，

発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処施設に影響を与

えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計

とし，落雷については，「1.1.3(1) 落雷による火災の発生防止」に示す対策に

より，機能を維持する設計とする。 

凍結については，「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計

とする。風（台風）に対しては，「（2) 風水害対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。地震については，「(3) 地震対策」に示す対策により機能

を維持する設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，洪水，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響及び

生物学的事象については，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策につ

いて」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策

について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 
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(1) 凍結防止対策 

屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図る設計とする。屋外

消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常はブロー弁を常時開にして消

火栓本体内に水が排水され，消火栓を使用する場合には屋外消火栓バルブを回

転させブロー弁を閉にして放水可能とする不凍式消火栓※1を採用する設計と

する。 

 

※1：管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず，常に給水を

止めることなく，管や機器内に滞留する凍結前の水を自動的に管外に排

水させ，凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けているも

の。 

 

(2) 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ等の機器は，風

水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，壁及び扉に対して

浸水対策を実施した建物内に配置する設計とする。 

全域ガス消火設備についても，風水害に対してその性能が著しく阻害される

ことがないよう建物内に配置する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，

雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。 

 

(3) 地震対策 

① 地震対策 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区域又は火災区画の火

災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機能

を維持できる設計とする。 

 

② 地盤変位対策 

屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時における地盤変位に

対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮し地盤沈下による建物と周

辺地盤との相対変位を考慮する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブル継手

を採用することで，地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する設計とす

る。 

さらに，万一屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて屋

内消火栓へ消火用水の供給ができるよう，建物に連結送水口を設置する設計

とする。 

 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

上記の自然現象を除き，島根原子力発電所２号炉で考慮すべき自然現象につ

いては，1.1.3.で記載のとおり，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，

火山の影響及び生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感

知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は早期の取替，復

旧を図る設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や代替消火設備の配備

等を行い，必要な性能を維持することとする。  
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1.2.3 消火設備の破損，誤作動又は誤操作への対策 

[要求事項] 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又

は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の

破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能への影響について「原子力発

電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。 

 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の

溢水を想定することとしている。 

a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置され

る系統からの放水による溢水 

c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水 

 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水

として、以下が想定されていること。 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水 

 

全域ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発

性も高いことから，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても

電気及び機械設備に影響を与えないため，火災区域又は火災区画に設置するガス

消火設備には，ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガス消火設備を選定する設計と

する。 

消火設備の放水等による溢水等に対しては，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影

響がないよう設計する。 
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2. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

[要求事項］ 

3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

火災防護対策の設計においては、2.に定める基本事項のほか、安全機能を有す

る構築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講ずるこ

と。 

（参考） 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策として、

NRCが定めるRegulatory Guide 1.189には、以下のものが示されている。 

(1) ケーブル処理室 

① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。 

② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9m、高さ1.5m分離すること。 

(2) 電気室 

電気室を他の目的で使用しないこと。 

(3) 蓄電池室 

① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。 

② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにする

こと。 

③ 換気機能の喪失時には中央制御室に警報を発する設計であること。 

(4) ポンプ室 

煙を排気する対策を講ずること。 

(5) 中央制御室等 

① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置する

こと。 

② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りでは

ない。 

なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３によること。 

(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 

消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講ずること。 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、隔

離できる設計であること。 

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物処

理設備に回収できる設計であること。 

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及びHEPA

フィルタなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。 

④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講ずること。 
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以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対策

を実施する。 

 

(1) 蓄電池室 

蓄電池室は，以下のとおり設計する。 

① 蓄電池室には，蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置

しない設計とする。 

② 蓄電池室の換気設備は，一般社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設

計指針（SBA G 0603-2001）」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量

以上となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を２vol％

以下の約0.8vol％程度に維持する設計とする。 

③ 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報する

設計とする。 
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3. 火災防護計画について 

[要求事項] 

2. 基本事項 

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員

の体制を含めた火災防護計画を策定すること。 

 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認するこ

と。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010及び

JEAG4607-2010を参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足され

ているか否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細

設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。 

 

火災防護計画について 

１．原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画

を策定していること。 

２．同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護

を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手

順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織体制は

下記に関する内容を含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。 

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

３．同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するた

め、以下の３つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮

した適切な火災防護対策が含まれていること。 

① 火災の発生を防止する。 

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。 

③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停

止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する構築

物、系統及び機器を防護する。 

４．同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発

生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が

記載されていること。 
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発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対

策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子炉施設の

安全機能を有する構築物，系統及び機器については，火災の発生防止，火災の早

期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な

火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については，火災

の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定め，その他の

発電用原子炉施設については，消防法等に基づき設備等に応じた火災防護対策を

行うことについて定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等について

定める。 
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添付資料－1 

115V系蓄電池（３系統目）を設置する 

火災区域及び火災区画について 
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41－2－28 

 

 

 

 

 

添付資料－2 

水素濃度を燃焼限界濃度未満とするために 

必要な排気量について 
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水素濃度を燃焼限界濃度未満とするために必要な排気量について 

 

1. 必要排気量 

水素濃度を燃焼限界濃度未満とするために必要な排気量を「蓄電池室に関する

設計指針」（SBA G 0603-2001)に基づき算出する。 

 

V=t×g×s×n×i×(1-a) 

V:水素ガス排気のために必要な換気量(L/h) 

t:希釈率(96/4=24) 

〔水素ガスと空気の混合ガスの爆発限界濃度4%より〕 

g:セル当たり，1Ah当たりの水素ガスの発生量(25℃,101.3kPaで約0.46(L)) 

s:安全係数(5) 

n:単電池（セル）の個数（54個） 

i:水素ガス発生に費やされる過充電電流(0.l×Cn(A)) 

〔Cn:鉛蓄電池は10時間率(3000Ah)〕 

a:密閉反応効率(制御弁式蓄電池の場合，0.2） 

従って，必要な排気量は 

V=24×0.46×5×54×(0.1×3000)×(1-0.2)=715392(L/h) 

=11.93(m3/min)≒12.0(m3/min) 

となる。 

 

2. 蓄電池室排気ファンの容量 

蓄電池室排気ファンは蓄電池室の必要排気量である12.0m3/minを上回るよう設

計するが，蓄電池の配置や換気等考慮し，合理的な設計となるよう系統構成・容

量を決定する予定である。 
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設置許可基準規則に対する適合
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43－1－1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等【43条１－五，43条２－ニ，三】 

【設置許可基準規則】 

(重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型の

もの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、

当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の

常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設

備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならな

い。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたもの

であること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程第

37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉

格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想定するも

の。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故及

び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施設だけでなく、

当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備も含む。 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、

共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性を考慮したものをいう。 

 

適合のための設計方針 

(1) 多様性，位置的分散 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺において

想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある

事象であって人為によるもの（外部人為事象），溢水，火災及びサポート系の

故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象として，地震，津波，洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事

象を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），積雪及び火山の影

響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものとして，飛来

物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・

爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 
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43－1－2 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬型重大事

故等対処設備による対策を講じることとする。 

建物等については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷を防止

できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性

を有し，位置的分散を図ること考慮する。 

 

a．常設重大事故等対処設備（第２項 第三号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，設計基準事故対処設備等の安全機能

と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因

の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措

置を講じる設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重及びその他の使用条件において，所内常設直流電源設備（３系統

目）がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件にお

ける健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，「第三十八条 重大事故等対処施設の

地盤」に基づく地盤に設置するとともに，地震，津波及び火災に対して，「第三

十九条 地震による損傷の防止」，「第四十条 津波による損傷の防止」及び「第

四十一条 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。 

地震，津波，溢水及び火災に対して所内常設直流電源設備（３系統目）は，

設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限

り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響，

生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下

火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，所内常設直流電源設

備（３系統目）は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等に設置

する。 

落雷に対して所内常設直流電源設備（３系統目）は，避雷設備等により防護

する設計とする。 

飛来物（航空機落下）に対して所内常設直流電源設備（３系統目）は，設計

基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設計基準事故対

処設備等と位置的分散を図り設置する。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮する必

要はない。 

 

(2) 悪影響防止（第１項 第五号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統

的な影響（電気的な影響を含む。）を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 
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43－1－3 

系統的な影響に対しては，所内常設直流電源設備（３系統目）は，通常時の

系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成及び系統隔離をすること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

内部発生飛散物による影響に対しては，所内常設直流電源設備（３系統目）

は，内部発生エネルギの高い流体を内蔵する機器，爆発性ガスを内包する機器，

落下を考慮すべき重量機器及び高速回転機器ではなく，内部発生飛散物は発生

しないことから，考慮する必要はない。 
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43－1－4 

容量等【43条２－一】 

【設置許可基準規則】 

(重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型の

もの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、

当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の

常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設

備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程第

37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉

格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想定するも

の。） 、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故

及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備（第２項 第一号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等の収束において，

想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果た

すために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これら

の系統の組合せにより達成する。 

所内常設直流電源設備(３系統目）は，常設重大事故等対処設備のうち重大事

故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用するものである

ため，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。
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43－1－5 

環境条件等【43条１－一，六】 

【設置許可基準規則】 

(重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の

使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程第

37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉

格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想定するも

の。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故及

び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

 

(1) 環境条件（第１項 第一号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能が有効に

発揮できるよう，その設置場所（使用場所）に応じた耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時における温度（環境温度，

使用温度）, 放射線，荷重に加えて，その他の使用条件として環境圧力，湿度に

よる影響，重大事故等時に海水を通水する系統への影響，自然現象による影響，

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものの影響及び周辺機

器等からの悪影響を考慮する。荷重としては，重大事故等が発生した場合におけ

る機械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象について，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，風（台風），凍結，降水及び積雪を選定する。これら

の事象のうち，凍結及び降水については，屋外の天候による影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）及び積雪の影響を

考慮する。 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度に

よる影響，屋外の天候による影響，重大事故等時の放射線による影響及び荷重に

対しては，所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する場所に応じて，必要な

機能を有効に発揮できる設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等時におけるそれ

ぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。 

また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とする。操作は，中

央制御室から可能な設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもののうち重大事故
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等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電磁的障害に対し

ては，所内常設直流電源設備（３系統目）は，重大事故等時においても電磁波に

より機能を損なわない設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，事故対応のために配置・配備している

自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損なわない設計とす

る。周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災及び溢水による波及的影響を

考慮する。 

溢水に対しては，所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される溢水によ

り機能を損なわないように，所内常設直流電源設備(３系統目)の設置区画の止水

措置等を実施する。 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所（第１項 第六号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの

少ない設置場所として選定した上で，設置場所から操作可能な設計，又は中央制

御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 
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操作性及び試験・検査性【43条１－ニ，三，四】 

【設置許可基準規則】 

(重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」とは、本規程第

37条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉

格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想定するも

の。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故及

び想定する運転停止中事故シーケンスグループをいう。 

(1) 操作性の確保 

a．操作の確実性（第１項 第二号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環境条件を考慮し，

操作が可能な設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操

作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照

明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。また，電源

操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した

設計とする。また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器

は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とする。 

b．系統の切替性（第１項 第四号） 

通常時に使用する系統から系統構成を変更する必要のある所内常設直流電源

設備(３系統目)は，速やかに切替操作可能なように，系統に必要な遮断器を設

ける設計とする。 
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43－1－8 

(2) 試験・検査性（第１項 第三号） 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，健全性及び能力を確認するため，発電

用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験又は検査を実施でき

るよう，電圧測定ができる構造とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を

備え，構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前事業者検査及び定期事業者検査の法定検査に加え，保

全プログラムに基づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある所内常設直流電源設備（３系統目）は，

発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転中に定期的な試験又

は検査が実施可能な設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器

にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，電気系統の重要な部分として，適切な

定期試験及び検査が可能な設計とする。 

機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，機

器の健全性が確認可能な設備については，外観の確認が可能な設計とする。 
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基準適合性一覧表
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43－2－1 

島根原子力発電所 ２号炉 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設) 
 

57条：電源設備 115V系蓄電池（３系統目） 
類型化 

区分 

第

43

条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線 
その他の建物内設備 Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 海水を通水しない 対象外 

電磁的障害 （電磁波により機能が損なわれない） － 

周辺機器等からの悪影響 （周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない） － 

関連資料 57－5 配置図 

第
２
号 

操作性 操作不要 － 

関連資料 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成・外部入力） 
その他電源設備 Ｉ 

関連資料 － 
第
４
号 

切り替え性 本来の用途として使用－切替操作が必要 Ｂａ 

関連資料 57－4 系統図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 弁等の操作で系統構成 Ａａ 

その他（飛散物） 対象外 対象外 

関連資料 57－4 系統図 
第
６
号 

設置場所 中央制御室で操作可能 Ｂ 

関連資料 － 

第
２
項 

第
１
号 

常設 SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 57－6 容量設定根拠 

第
２
号 

共用の禁止 共用しない設備 対象外 

関連資料 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
防止設備－対象（代替対象ＤＢ設備あり）－屋内 Ａａ 

サポート系要因 対象外（サポート系なし） － 

関連資料 57－4 系統図，57－5 配置図 
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45条 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備 
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45－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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45－1－1 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で

あって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するため

に必要な設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の

うち，高圧原子炉代替注水系については，常設代替直流電源設備及び可搬型直流

電源設備に加え，所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電が可能な設計と

する。 
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46条 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備  

94



 

 

 

 

 

 

46－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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46－1－1 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で

あって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなければならな

い。 

 

適合のための設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，逃がし安全弁につ

いては，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用

蓄電池（補助盤室）に加え，所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電が可

能な設計とする。 
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48条 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備 
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48－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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48－1－1 

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒート

シンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防

止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

 

適合のための設計方針 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，格納容器フィルタベント

系の第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）については，

常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備に加え，所内常設直流電源設備

（３系統目）からの給電が可能な設計とする。 
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50条 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備  

100



 

 

 

 

 

 

50－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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50－1－1 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備）  

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを維

持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設

けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれ

があるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉心の

著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止す

るために必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講じたものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，格納容器フィルタベ

ント系の第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）について

は，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備に加え，所内常設直流電源設

備（３系統目）からの給電が可能な設計とする。 
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52条 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備  

103



 

 

 

 

 

 

52－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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52－1－1 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，格納容器

フィルタベント系の第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

については，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備に加え，所内常設直

流電源設備（３系統目）からの給電が可能な設計とする。 
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53条 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防

止するための設備  

106



 

 

 

 

 

 

53－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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53－1－1 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納す

るための施設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止す

る必要がある場合には、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のうち，静的触媒式

水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度については，常設代

替直流電源設備及び可搬型直流電源設備に加え，所内常設直流電源設備（３系統

目）からの給電が可能な設計とする。 
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54条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備  

109



 

 

 

 

 

 

54－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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54－1－1 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）については，常

設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備に加え，所内常設直流電源設備（３

系統目）からの給電が可能な設計とする。 
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57条 

電源設備 
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57－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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57－1－1 

【設置許可基準規則】 

(電源設備） 

第五十七条 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電  

源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設 

備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著し 

い損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止 

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けな 

ければならない。 

 

（解釈） 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

a）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気

室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに

８時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわた

り、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう

１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（３系統目）を整備す

ること。 

 

適合のための設計方針 

２ について 

更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動

力電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に電力を供給するため，

特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（３系統目）を使用する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V系蓄電池（３系統目）及び電路等

で構成し，全交流動力電源喪失から１時間以内に中央制御室において行う簡易な

操作以外での負荷の切離しを行わず24時間にわたり，115V系蓄電池（３系統目）

から電力を供給できる設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性を有する直流電

源設備とするため，安全機能の重要度分類クラス１相当の設計とし，耐震設計に

おいては，115V系蓄電池（３系統目）及びその電路は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大

きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる設計とする。また，所内

常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）は，当該設備設置に

伴う耐震性，火災防護対策等への影響を考慮した第３バッテリ格納槽内に設置す

る設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）は，第３バッ

テリ格納槽内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，原子炉建物内又は廃棄物処理建物内の非常

用直流電源設備並びに廃棄物処理建物内の常設代替直流電源設備と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）は，第

３バッテリ格納槽内に設置することで，第１保管エリア及び第４保管エリアに保
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57－1－2 

管する高圧発電機車並びに廃棄物処理建物内に設置するＢ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用115V系充電器及び230V系充電器（常用）を用いた可搬型直流電源設

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，115V系蓄電池（３系統目）から直流母

線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直流電

源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線までの系統並びに可搬型直流電

源設備から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設直流電源設備（３系

統目）は，非常用直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備

に対して独立性を有する設計とする。 
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57－2－1 

1.  直流電源設備について 

発電用原子炉施設には，設置許可基準規則第33条第２項の規定により設置され

る非常用電源設備及び同規則第57条第１項の規定により設置される電源設備と

して，以下の直流電源設備（電路を含む。）を設置している。 

・Ａ－115V系蓄電池 

・Ｂ－115V系蓄電池 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池 

・230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・ＳＡ用115V系蓄電池 

・Ｂ－115V系充電器 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

・230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

・ＳＡ用115V系充電器 

・230V系充電器（常用） 

・高圧発電機車 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・タンクローリ 
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57－2－2 

2.  所内常設直流電源設備（３系統目）について 

2.1  設置目的 

1.で述べた直流電源設備のほか，設計基準事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容

器の破損，燃料プ－ル内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電

用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するための所内常設直流電源設備（３

系統目）として，今回，新たに以下の設備（電路を含む。）を設置する。 

 

  ・115V系蓄電池（３系統目） 

 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）の電源系統図を第57－4－1図，第

57－4－2図，第57－4－3図及び第57－4－4図に示す。 

 

2.2  設計方針 

重大事故等対処設備として設置する所内常設直流電源設備（３系統目）は，

重大事故等対処設備としての要求事項に加え，設計基準事故対処設備として直

流電源設備が考慮すべき事項についても満足することにより特に高い信頼性を

有する設計とする。 

具体的には，特に高い信頼性を有する直流電源設備とするため，安全機能の

重要度分類クラス１相当の設計とし，重大事故等対処設備としての要求事項を

満足した上で，耐震面において設計基準事故対処設備における耐震重要度分類

Ｓクラスの施設に適用する設計条件を満足する設計を追加する。 

各直流電源設備の設計に対する比較を整理し，第57－2－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118



 

第
57
－
2－

1表
 
直
流
電
源
設
備
の
設
計
比
較

 
 

設
置
許
可

基
準
規

則
 

設
計

基
準

対
象

施
設

 
重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

第
33

条
第

2
項

 
【

DB
系

統
】

 
第

57
条
第

1
項

b)
 

【
SA
 

１
系
統
目

】
 

第
57

条
第

1
項

c)
 

【
SA

 
2
系

統
目

】
 

第
57

条
第

2
項

 
【

SA
 
3
系

統
目

】
 

対
象
設
備

 

＜
区

分
Ⅰ

＞
 

・
A－

11
5V

系
蓄

電
池

 
・
A－

原
子

炉
中

性
子

計
装

用
蓄

電
池

 
＜

区
分

Ⅱ
＞

 
・
B－

11
5V

系
蓄

電
池

 
・
B1

－
11

5V
系

蓄
電

池
（

SA
）

 
・
B－

原
子

炉
中

性
子

計
装

用
蓄

電
池

 
・
23
0
V
系

蓄
電

池
（

R
CI
C
）

 
＜

区
分

Ⅲ
＞

 
・

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
蓄

電
池

 

・
B－

11
5V

系
蓄
電
池

 
・
B1

－
11

5V
系
蓄
電

池
（
SA

）
 

・
23

0V
系
蓄

電
池
（

R
CI

C
）

 
・
SA

用
11

5V
系
蓄
電

池
 

・
高
圧
発

電
機
車

 
・
B1

－
11

5V
系
充
電

器
（

SA
）

 
・
SA

用
11

5V
系
充
電

器
 

・
23

0V
系
充

電
器
（

常
用

）
 

・
11
5V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）

 

設 備 に 対 す る 考 慮 事 項  

多
重
性
又

は
 

多
様
性

 

・
区

分
Ⅰ

，
区

分
Ⅱ

及
び

区
分

Ⅲ
の

多
重

化
 

・
D
B
系
統
と
同
時

に
そ
の

機
能
を

損
な
わ

れ
る
お

そ
れ
が
な

い
こ
と

 
・
DB

系
統
，
及
び

SA
 

１
系

統
目

と
同

時
に

そ
の

機
能

を
損
な
わ
れ

る
お
そ

れ
が

な
い

こ
と

 
・
DB

系
統

，
SA

 
１

系
統

目
，
及

び
SA

 
２

系
統

目
と

同
時

に
そ

の
機

能
を

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
 

号
炉
間
の

共
用

 
・

共
用

し
な

い
設

計
 

・
同
左

 
・
同
左

 
・

同
左

 

耐
震
性

 

・
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て
，
重
大
事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ
れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

 
・
弾

性
設

計
用

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
又
は

静
的
地
震

力
の

い
ず

れ
か

大
き

い
ほ

う
の

地
震

力
に

対
し
て

，
お

お
む

ね
弾

性
状

態
に

と
ど

ま
る
こ

と
 

・
基
準
地

震
動
に

よ
る
地

震
力
に

対
し
て

，
重
大

事
故
等
に

対
処
す

る
た
め

に
必
要

な
機
能

が
損

な
わ
れ
る

お
そ
れ

が
な
い

こ
と

 

・
基
準
地

震
動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
，

重
大

事
故

等
に
対
処
す

る
た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が
な
い
こ

と
 

・
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

，
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
 

・
弾

性
設

計
用

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

ほ
う

の
地

震
力

に
対

し
て

，
お

お
む

ね
弾

性
状

態
に

と
ど

ま
る
こ

と
 

設 置 場 所 に 対 す る 考 慮 事 項  

地
震

 
・
適

用
さ

れ
る

地
震

力
に

対
し

て
安

全
上
支

障
が
な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

建
物

に
設

置
 

・
同
左

 
・
地
震
に

よ
る
周

辺
斜

面
の

崩
壊

を
受

け
な

い
場

所
に

適
切
に
保
管

 
・

適
用

さ
れ

る
地

震
力

に
対

し
て

安
全

上
支

障
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

格
納

槽
に

設
置

 

津
波

 
・

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

に
設

置
 

・
同
左

 
・
同
左

 
・

同
左

 

火
災

 
・
火

災
発

生
防

止
，
感

知
・
消

火
及

び
影
響

軽
減
対
策

を
実

施
 

・
火
災
発

生
防
止

，
感
知

・
消
火

対
策
を

実
施

 
・
同
左

 
・

同
左

 

溢
水

 
・

溢
水

に
よ

る
影

響
を

考
慮

し
た

設
置

高
さ

（
場
所

）
に

設
置

 
・
同
左

 
・
屋
外
に

設
置
（

分
散

配
置

）
 

・
溢

水
に

よ
る

影
響

を
考

慮
し

た
設

置
高

さ
（

場
所

）
に

設
置

 

外
部
か
ら

の
衝

撃
 

・
頑

健
性

を
確

保
し

た
建

物
に

設
置

 
・
同
左

 
・
屋
外
に

設
置
（

分
散

配
置

）
 

・
頑

健
性

を
確

保
し

た
格

納
槽

に
設

置
 

位
置
的
分

散
 

・
区

分
Ⅰ

，
区

分
Ⅱ

及
び

区
分

Ⅲ
の

区
画

分
離

 
・
DB

系
統
と

位
置
的

分
散

 
・
DB

系
統
及
び

S
A 

1
系

統
目

と
位

置
的

分
散

 
・

DB
系

統
，
S
A
 
1
系

統
目

及
び

SA
 

2
系

統
目

と
位

置
的

分
散

 

57－2－3 

119



57－2－4 

2.3 特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計 

所内常設直流電源設備（３系統目）である115V系蓄電池（３系統目）及び電路

等は，「特に高い信頼性」を確保した設計とするため，以下の点を考慮した設計

とする。 

 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処施設である所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電

池（３系統目）及び電路等については，特に高い信頼性を有する直流電源設備

とすることを目的として，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる設計と

する。 

特に高い信頼性を有した所内常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計範囲

を第57－4－3図に示す。 

 

(2) 重大事故等時における荷重と地震による荷重の組合せ 

所内常設直流電源設備（３系統目）の重大事故等時における荷重と地震によ

る荷重の組合せと許容応力状態については，ＳＡ施設の荷重の組合せに加えて，

ＤＢ施設と同様に弾性設計用地震動Ｓｄとの荷重の組合せに対して弾性設計を

行う。許容応力状態はＤＢ施設の評価と同様にⅢＡSとする。 

直流電源設備の荷重の組み合わせと許容応力状態を第57－2－2表に示す。 

 

第57－2－2表 直流電源設備の荷重の組み合わせと許容応力状態 

ＤＢ施設※ ＳＡ施設 所内常設直流電源設備 

（３系統目） 

運転

状態 

地震動 

Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅢＡＳ ⅣＡＳ 

Ⅱ ⅢＡＳ ⅣＡＳ 

Ⅲ ⅢＡＳ ⅣＡＳ 

Ⅳ(L) － － 

Ⅳ(S) － － 

 

※：ECCS を除く全般施設 

運転

状態 

地震動 

Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ － ⅣＡＳ 

Ⅱ － ⅣＡＳ 

Ⅲ － ⅣＡＳ 

Ⅳ(L) － － 

Ⅳ(S) － － 

Ⅴ(L) － ⅤＡＳ 

Ⅴ(S) － ⅤＡＳ 
 

運転

状態 

地震動 

Ｓｄ Ｓｓ 

Ⅰ ⅢＡＳ ⅣＡＳ 

Ⅱ ⅢＡＳ ⅣＡＳ 

Ⅲ ⅢＡＳ ⅣＡＳ 

Ⅳ(L) － － 

Ⅳ(S) － － 

Ⅴ(L) － ⅤＡＳ 

Ⅴ(S) － ⅤＡＳ 
 

  

120



57－2－5 

3.  まとめ 

所内常設直流電源設備（３系統目）に対する特に高い信頼性については，主と

して2.3に記載のとおり，重大事故対処設備として基準地震動Ｓｓに対しその機

能を失わない設計とした上で，さらに弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静

的地震力のいずれか大きいほうの地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる

設計とすることで，基準地震動Ｓｓに対する設計の信頼性を向上させることによ

り，特に高い信頼性を確保する。加えて，115V系蓄電池（３系統目）は，当該設

備設置に伴う耐震性，火災防護対策等への影響を考慮した第３バッテリ格納槽内

に設置する設計とする。 

またその他にも，現在主流となる制御弁式鉛蓄電池を採用することによる利点

（不具合対応時の供給の優位性等）活用や，位置的分散の考慮，１組あたりの大

容量化，耐震性以外の面でも可能な限り信頼性の確保に取り組んでおり，詳細は

後記，57－3仕様，57－5配置図，57－6 容量設定根拠の各項目にあわせて説明

する。 
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57－3－1 

1.  仕様について 

115V系蓄電池（３系統目）の仕様を以下に示す。 

型  式  鉛蓄電池 

組  数  １ 

電  圧  115V 

容  量  約3,000Ah 

 

<直流電路の電圧降下の設計評価概要について〉 

115V系蓄電池（３系統目）は，直流電路の電圧降下の設計を考慮して１組のセ

ル数を54個で設計しており，その場合のケ－ブルサイズの設計例について，以下

のとおり記載する。 

直流電源系統においては，通常時は115V系充電器（３系統目）から115V系蓄電

池（３系統目）の浮動充電を行っている。 

一方，ＳＡ用115V系蓄電池の想定外の枯渇等により115V系蓄電池（３系統目）

を使用する場合，直流負荷へ給電することになるが，蓄電池端の電圧は給電距離

による電圧降下と放電時間の経過による低下を考慮する必要があることから，

115V系蓄電池（３系統目）の蓄電池端電圧99.9V ( = 1.85V×54個）においても給

電先の直流負荷の動作が可能となるようなケ－ブルサイズ選定を行う必要がある。 

 

(a)ケ－ブルサイズ選定における基本式 

最小ケ－ブルサイズは，次式により求める。 

 

  𝑅 ≤
(1000 × ∆𝑉𝐶1)

2 × 𝐿 × 𝐼
(Ω/km) 

 

 𝑅：ケーブルの抵抗値(Ω/km)  

  𝐿：ケーブル亘長(m) 

  𝐼：負荷電流(A) 

  ∆𝑉𝐶1：ケーブル内許容電圧降下(V) 

 

これを展開すると， 

 

  ∆𝑉𝐶1 =
2 × 𝐿 × 𝑅 × 𝐼

1000
(V) 

 

この式を用いて各部のケ－ブルによる電圧降下を算出する。 
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57－3－2 

 

(b)ケ－ブルサイズの評価例 

ここで，図 57－3－1のような 115V系蓄電池（３系統目）の直流系統概要に対

し，ケ－ブルサイズの概略評価を行う。 

 

 
・ケーブル長及び仕様は概略であり，今後見直しを行う可能性がある 

 

第57－3－1図 115V系蓄電池（３系統目）の直流系統概要図 

 

〇評価条件 

a．蓄電池端電圧 

蓄電池の放電終止電圧を1.85Vとしていることから，115V系蓄電池（３系統目）

の蓄電池端電圧を1.85V×54個=99.9Vとする。 

 

b．負荷の許容最低電圧 

直流負荷のうち最も評価が厳しい設備として，負荷の許容最低電圧92Vを満足

させるように設計する。 

 

c．負荷電流 

全交流動力電源喪失時に継続的に長期給電する負荷電流は，高圧原子炉代替注

水系及び計装設備等の下記とする。 

高圧原子炉代替注水系及び計装設備等：46.8A 

 

d．ケ－ブル長及びケ－ブルサイズ 

・115V系蓄電池（３系統目）～115V系直流盤（３系統目） 

:400sq×1C×4本 2条，約30m 

・115V系直流盤（３系統目）～ＳＡ対策設備用分電盤（２） 

: 400sq×1C×8本 4条，約510m 

・ケーブル長及び仕様は概略であり，今後見直しを行う可能性がある 

 

〇評価結果 

評価条件から求められる電圧降下は，以下のとおり最大約0.79Vとなる。 

 

∆𝑉115𝑆𝐴 =
2 × 30 × 0.0589 × 46.8 ÷ 2

1000
+

2 × 510 × 0.0589 × 46.8 ÷ 4

1000
= 0.7856082 

    ≅ 0.79 

400sq×1C 2 条 約 30m 400sq×1C 4 条 約 510m 

 

      

115V 系蓄電池（３系統目） 

ＳＡ対策設備用分電盤（２） 

115V 系直流盤（３系統目） 
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上記結果より，負荷の許容最低電圧と電圧降下分を考慮しても余裕のある設計

としている。 

(蓄電池端電圧99.9(V)>負荷の許容最低電圧92(V)+電圧降下0.79(V)=92.79(V)) 
 

2.  制御弁式鉛蓄電池の採用について 

電池種別は，現在製品化されている一般的な蓄電池方式から検討し，使用用途

と信頼性の観点から，鉛蓄電池を採用する。（（参考１)一般的に製品化されてい

る蓄電池種別表，参照） 

また，115V系蓄電池（３系統目）は，以下の性質を踏まえ制御弁式鉛蓄電池を

採用する。 

 

〇 １組での大容量実装が可能 

制御弁式鉛蓄電池１組のラインナップ上の最大容量は約3,000Ahであり，検証

されているベント形鉛蓄電池の１組のラインナップ上の最大容量(2,400Ah)以上

となっている。１系統あたりの部品構成数が少なくなる事は全体の故障発生を小

さくする優位性があることに加え，設置スペ－スの縮小が可能となる。 

 

〇エネルギ保持性能が高い。 

ベント形鉛蓄電池よりエネルギ保持特性が高く，自己放電率が低い。 

 

〇水素放出量が小さい。 

過充電時の水素放出量はベント形鉛蓄電池に比べて少ない。（必要換気量も２

割小さくする事が可能） 

 

〇不具合対応時の優位性。 

鉛蓄電池としての生産流通が主流となっており，故障時等の入れ替え時の早期

手配や供給量についてベント形鉛蓄電池より余裕がある。 

( (参考２)ベント形と制御弁式の鉛蓄電池の比較表，参照) 
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（参考１）一般に製品化されている蓄電池種別表 

項目 鉛蓄電池 ニッケルカドミウム電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池 

（マンガン系） 

公称電圧 約 2.0V 約 1.2V 約 1.2V 約 3.7V 

容量帯 50～3000Ah 20～1200Ah 50～200Ah 30～80Ah 

電解液 希硫酸 苛性カリ水溶液 アルカリ水溶液 有機電解液 

エネルギ密度 低い やや低い やや高い 高い 

大電流放電時の影響 大きい 少ない 少ない 少ない 

充電方式 定電流・定電圧 定電流 定電流 定電流・定電圧 

浮動充電 適している 適している 適している 不向き 

監視装置 不要 不要 不要 必要 

メモリ効果 ない ある ある ない 

納期（一般品） 約 3～6 ヶ月 約 6 ヶ月 約 6 ヶ月 約 6 ヶ月 

体積比 1 1/2 1/3 1/3 

放電特性 低率放電用 高率放電用 高率放電用 高率放電用 

市場実績（産業用） 主流 一部ユ－ザ－ 少ない 特殊分野が多い 

 〇 × × △ 

採否の評価 ・最も信頼性が高い。 

・大容量型式が有る。 

・共同研究にて加振済。 

・端子電圧が低い。 

・大容量が無い。 

・耐震実績が無い。 

・端子電圧が低い。 

・必要容量が無い。 

・耐震実績が無い。 

・火災時の消火が困難 
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（参考２）ベント形と制御式の鉛蓄電池の比較表 

項目 制御弁式鉛蓄電池（MSE形） ベント形鉛蓄電池（CS形） 比較評価 

構
造 

内部構造図 

 

 

 

 

 

 
 
 

各部品は主流と
なっている制御
弁式蓄電池の構

成品の方が，相対
的に納期面等で
手配しやすい傾

向にある。 

セパレ－タ 微細ガラス繊維を不織布とした微孔

性シ－ト（リテ－ナマット） 

強化繊維板 

微孔性ゴム板 

微孔性合成樹脂板 

 

電解液 リテ－ナマットに希硫酸を含浸させ

るなどの手段で電解液を非流動化。 

希硫酸 

比重：1.215 (20℃) 

制御弁式鉛蓄電

池は，流動する電

解液がないため，

横転状態で設置

することも可能。 

電 槽 材料：ABS樹脂 

（アクリルニトリル，ブタ 

ジェン，スチレンからな 

る耐衝撃性に優れた合成 

樹脂） 

色：黒 

材料の特性： 

通常は不透明。AS 樹脂にブタ

ジェンを重合しているためあ

らゆる面で AS樹脂よりも優れ

た特徴を持つほかに，広い範

囲にわたる優れた耐衝撃性や

耐油性等を持つため，液面監

視を必要としない制御弁式蓄

電池の電槽に最適である。 

材料：AS樹脂 

（アクリロニトリルとスチレンに 

よる合成樹脂） 

 

 

色：透明 

材料の特性： 

機械的強度がよく，耐酸性，耐熱

性に優れるほか，透明度も非常に

高いため液面監視の必要なベン

ト形の電槽に最適である。 

制御弁式蓄電池

は，液面監視を必

要としないため，

透明な AS 樹脂よ

り性能の良い ABS

樹脂を使用。 
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項目 制御弁式蓄電池（MSE形） ベント形鉛蓄電池（CS形） 比較評価 

一
般
特
徴 

極板 振動，衝撃に強い。 同左  

自己放電 

0.1％／日以下 

自己放電率が小さく，充電電

圧のばらつきが小さいため，

定期的な均等充電が不要。 

0.5％／日 以下 

自己放電を補うため，定期的

に均等充電を実施すること

で，充電電圧のばらつきをな

くし，充電状態の均一化を図

る。 

制御弁式鉛蓄電池は，定期的

な均等充電が不要。 

貯蔵性 

通常時，浮動充電状態で使

用。 

通常時，浮動充電状態で使

用。また，自己放電を補うた

め，定期的に均等充電を実

施。 

 

浮動充電電圧 2.23V／セル 2.15V／セル  

均等充電電圧 不要 2.3V／セル 
 

比重測定 

充放電により電解液量が減

少することがなく，水の補充

も必要ないため，比重測定は

不要。 

充放電で電解液の比重が変

化し蓄電池の性能に影響が

あるため，3ケ月毎に比重測

定を実施。 

構造の違い。 

制御弁式鉛蓄電池は，電圧測

定等で健全性の確認が可能。 

設置 
床面に耐酸性処理を施す必

要がない。 

床面に耐酸性処理を施す必

要がある。 
 

期待寿命 7～9年 10～14年 
余寿命評価を行い，取替を行

うため同等。 

使用温度範囲 －15℃～＋45℃ 同左  

起電力 2.05～2.08V 同左  

シ
ス
テ
ム
設
計 

システムサイズ セル単位での保水管理，比重

測定は不要なため，多段積/
省スペ－ス化が可能。 

セル単位での保水管理，比重

測定のためセル上部にアク
セスできる必要があり，1段
での配置，雛段形状での配置

が必要となる。 

制御弁式鉛蓄電池は，設置箇

所の省スペ－ス化が可能。 

水素発生 負極板の一部を放電状態に
して負極板からの水素ガス

の発生を抑え，見掛け上，水
の電気分解が行われていな
いように構成したもの。 

規格（SBA規格）で要求され
る水素換気量は CS 形の約
80％である。 

負極側より水素が発生する。 
規格（SBA規格）で要求され

る水素換気量は MSE 形より
約 20％大きい。 

制御弁式鉛蓄電池は，水素ガ
スがほとんど発生しない。 

電圧補償装置 均等充電が不要なため，電圧
補償（降下）装置は不要とな

りシステムは簡素にできる。 

均等充電時の電圧で負荷が
過電圧とならないように一

般的には電圧補償（降下）装
置が必要となる。 

 

空調管理 蓄電池室に空調管理を設置。 同左  
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
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線
(
S
A
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2
30
V
系
蓄
電
池
 

(常
用
) 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
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目
) 4
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②
 

 

①
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1
1
5
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系
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池
（

３
系
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）
に

よ
る

受
電
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計 装 設 備  
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第57－4－3図 特に高い信頼性を有した電源設備の設計範囲 
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ィ
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ル
発
電
機
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御 

460V 母線(区分Ⅰ) 460V 母線(区分Ⅱ) 460V 母線(SA) 

充
電
器 

充
電
器 

充
電
器 

460V 母線 

(区分Ⅰ) 

460V 母線(区分Ⅱ) 460V 母線 

(区分Ⅰ) 

B1-115V系 

蓄電池(SA) 

SA用 115V系 

蓄電池(SA) 

B-115V系 

蓄電池 

B-115V系直流盤 B-115V系直流盤(SA) 

中央 

分電盤 

ＳＡ対策設備 

用分電盤（１） 

ＳＡ対策設備 

用分電盤（２） 

Ｂ
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装
用
無
停
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遮
断
器
操
作
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非
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用
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安
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水
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電
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【凡例】 

蓄電池 

配線用遮断器 

計
装
設
備 

メカニカルインターロック 

 DC/AC 

DC/AC 変換器 

切替スイッチ 

充
電
器 

115V系 

蓄電池 
(３系統目) 

115V系直流盤 

(３系統目) 

460V 母線(SA) 

特に高い信頼性を有した耐震設計として， 

ＳＡ設備としてのＳｓ機能維持に加え， 

Ｓｄ弾性設計を行う。 

 

Ｓクラス設計（Ｓｓ機能維持＋Ｓｄ弾性設計） 

 

132



57－4－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第57—4—4図 所内常設直流電源設備（３系統目）の受電元系統図

 

充
電
器 

115V系蓄電池 
(３系統目) 

115V系直流盤 

(３系統目) 

SA3-C/C 

緊急用 M/C 

外部電源 

Ｇ 

ガスタービン発電機 
緊急用メタクラ 

接続プラグ盤 

【凡例】 
 
    ：高圧遮断器 

 
 
    ：低圧遮断器 

 
 
    ：配線用遮断器 

 
 
    ：変圧器 

 
 
    ：遮断器時「通常切」 
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配置図 
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1.  設置場所 

所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）は，地震，津

波，溢水，火災及び外部からの衝撃による損傷の防止が図られた第３バッテリ格

納槽内に設置する設計とする。具体的には，以下の考慮事項を踏まえ，第３バッ

テリ格納槽EL7.6ｍに設置する。 

 

1.1 設置建物等に対する考慮事項 

地震については，適用される地震力に対して安全上支障がないことが確認さ

れた建物等に設置する。 

津波については，所内常設直流電源設備（３系統目）を内包する建物等にお

いて，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。

また，取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。 

この他，所内常設直流電源設備（３系統目）を内包する建物等については，

浸水防護を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸水防

護重点化範囲を明確化するとともに，必要に応じて実施する流入防止の対策に

ついては，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水範囲及び浸水量

を安全側に想定した上で，浸水防護重点化範囲に流入する可能性のある経路（扉，

開口部及び貫通口等）を特定し，それらに対して流入防止の対策を施す設計と

する。 

火災については，火災の発生防止及び感知・消火対策を施した建物等に設置

する。 

溢水については，溢水水位を考慮し，影響を配慮した場所に設置する。また，

没水，被水等の対策を講じた場所に設置する。 

外部からの衝撃については，設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，設計基準事故対処設備を設置若しくは

保管する建物等と位置的分散が図られた建物等に設置する。 
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1.2 フロアレベルに対する考慮事項 

津波については，建物等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水による

浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止

する設計とする。 

火災については，火災発生防止及び感知・消火対策を施した建物等に設置す

る場合，フロアレベルによらずいずれの場所においても同等の設計が可能であ

る。 

地震及び溢水については，設置したフロアレベル毎に評価を実施し，その評

価結果を満足する設計とする。 

この際，地震についてはこれまでの解析において下層階に設置する場合，地

震動に対する床応答が低減傾向となるため，下層階へ設置する方が設計上有利

な面がある。 

一方，溢水については，地下階へ設置する場合，上層階からの溢水の流れ込

み等の考慮が必要であるが，115V系蓄電池（３系統目）を設置するフロアにつ

いては，溢水が流入しない設計とするため考慮不要である。 

 

2.  位置的分散 

所内常設直流電源設備（３系統目）の115V系蓄電池（３系統目）の設置場所は，

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機及び非常用直流電源設備と異なる建物等に設置することで，位置的

分散を図る設計とする。また，重大事故等対処設備である常設代替直流電源設備

と異なる建物等に設置することで，位置的分散を図る設計とする。更に，可搬型

直流電源設備である高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系

充電器及び230V系充電器（常用）と位置的分散を図る設計とする。これらの設置

場所の一覧を第57－5－1表に示す。 

115V系蓄電池（３系統目）の設置場所を第57－5－1図に示す。また，非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の設置場所を第57－5

－2図に，非常用直流電源設備の設置場所を第57－5－3図，可搬型直流電源設備

の設置場所を第57－5－4図及び保管場所を第57－5－5図に示す。 

常設代替直流電源設備の設置場所を第57－5－3図に示す。 
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第 57－5－1表 直流電源設備の設置場所 
 

機器名称 設置場所 設置高さ 

Ａ－115V系蓄電池 廃棄物処理建物 EL 16.9m 

Ｂ－115V系蓄電池 廃棄物処理建物 EL 12.3m 

Ｂ1－115V系蓄電池（ＳＡ） 廃棄物処理建物 EL 12.3m 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 原子炉建物 EL 6.0m 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 廃棄物処理建物 EL 12.3m 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 廃棄物処理建物 EL 16.9m 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 廃棄物処理建物 EL 12.3m 

ＳＡ用 115V系蓄電池 廃棄物処理建物 EL 16.9m 

115V系蓄電池（３系統目） 第３バッテリ格納槽 EL 7.6m 

非常用ディーゼル発電機 原子炉建物 EL 2.8m 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 原子炉建物 EL 2.8m 

可搬型直流電源設備（高圧発電機車） 
第１保管エリア 

第４保管エリア 

EL 50m 

EL 8.5m 
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第 57－5－1図 所内常設直流電源設備（３系統目）設置場所（１／２） 

（第３バッテリ格納槽地下１階） 

 

 

 

 
 

第 57－5－1図 所内常設直流電源設備（３系統目）設置場所（２／２） 
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第 57－5－2図 非常用ディーゼル発電機及び 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機  

設置場所（原子炉建物地下２階） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 57－5－3図 直流電源設備 設置場所（１／３） 

（廃棄物処理建物地下中１階） 
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第 57－5－3図 直流電源設備 設置場所（２／３） 

（廃棄物処理建物地上１階） 

 
第 57－5－3図 直流電源設備 設置場所（３／３） 

（原子炉建物地下２階） 
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第 57－5－4図 可搬型直流電源設備 保管場所 
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第 57－5－5図 可搬型直流電源設備 設置場所 
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容量設定根拠 
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名 称 115V系蓄電池（３系統目） 

容量 Ah/組 約 3,000（10時間率） 

個数 組 １(１組当たり 54個) 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として

使用する 115V系蓄電池（３系統目）は，以下の機能を有する。 

 

115V系蓄電池（３系統目）は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したこと

により重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，燃料プ－ル内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用

原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために

設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）し，

常設代替直流電源設備としてＳＡ用 115V 系蓄電池が使用できない場合※に，

115V系蓄電池（３系統目）を使用し，負荷切離しを行わず 24時間にわたり，重

大事故等の対応に必要な設備に電力の供給を行うことが可能な設計とする。 

 

※：直流母線電圧が許容最低電圧（92V）以上維持できない場合を含む。なお，    

許容最低電圧（92V）は，保証最低電圧が高く，負荷電流が大きい計装装置

が確実に動作するよう，電圧降下に余裕を考慮し設定している。 
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1.  容量の設定根拠 

115V系電池（３系統目）の容量は，24 時間以上，直流負荷へ電力を供給でき

る容量を以下のとおり算出し，3,000Ah/組とする。その負荷を第 1－1表に示す。 

 

第 1－1表 115V系蓄電池（３系統目）負荷 

負荷名称 

115V 系蓄電池（３系統目） 備考 

０分～ 

１分 

１分～ 

1,439分 

1,439分～ 

1,440分 

 

SA 

設備 

負荷 

HPAC注水弁等 236 0 0  

RCIC HPACタービン蒸気入口弁 110 0.2 110  

SA対策設備用分電盤(2) 

（SRV用電源切替盤， 

重大事故操作盤，計装設備等） 

46.6 46.6 46.6 

B系蓄電池枯渇

の場合の SRV，

計装設備等を

考慮した容量 

第３バッテリ操作盤※ 16 0 0  

合計 408.6 46.8 156.6  

 注※:115V 系蓄電池（３系統目）から直流電力を供給する場合，第３バッテリ格納槽等に設置している

盤を現地操作とすると時間を要することから，既許可（2021 年９月）の常設代替直流電源設備で

ある SA用 115V 系蓄電池から給電する SA設備負荷に加えて，中央制御室から遠隔操作できる「第

3バッテリ操作盤」を 115V系蓄電池（３系統目）負荷として追加。 
 

  第 1－1表の負荷電流より下記の式を用いて必要容量を計算する。 

𝐶𝑡 =  
1

𝐿
(𝐾1𝐼1 + 𝐾2(𝐼2 − 𝐼1) + 𝐾3(𝐼3 − 𝐼2) + ⋯ + 𝐾𝑛(𝐼𝑛 − 𝐼𝑛−1)) 

Cｔ：必要容量（Ah） 

L : 保守率＝0.8（単位なし） 

Kn ：容量換算時間（時） 

In ：負荷電流（A） 

サフィックス 1,2,3‥‥‥，ｎ：負荷電流の変化の順に付番する。 

（参考文献：電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」SBA S 0601-2014） 

 

115V系蓄電池（３系統目）の必要容量は，計算すると以下のとおりとなる。 

       𝐶1440 =
1

0.8
[24.90 × 408.6 + 24.90 × (46.8 − 408.6) + 0.91

× (156.6 − 46.8)] = 1,582Ah 
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よって，115V系蓄電池（３系統目）の容量は，1,582Ahを上回る 3,000Ahを有 

することで，負荷切離しを行わず 24時間にわたり，重大事故等時の対応に必要な

設備に電力の供給を行うことが可能である。 

 

2.  個数の設定根拠 

115V系蓄電池（３系統目）は，重大事故等に対処するために必要な電力を確保す

るために必要な個数として１組（１組あたり 54個）設置する。 
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その他資料
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第 57－7－1図 第３バッテリ格納槽内ケ－ブルル－ト図 

（第３バッテリ格納槽地下１階） 
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第 57－7－2図 第３バッテリ格納槽屋外ケ－ブルル－ト図 

（第３バッテリ格納槽１階） 
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第 57－7－3図 廃棄物処理建物ケ－ブルル－ト図 

（廃棄物処理建物１・２階） 
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第 57－7－4図 廃棄物処理建物ケ－ブルル－ト図 

（廃棄物処理建物３階） 
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第 57－7－5図 廃棄物処理建物ケ－ブルル－ト図 

（廃棄物処理建物４階） 
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第 57－7－6図 原子炉建物ケ－ブルル－ト図 

（原子炉建物３階） 
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第 57－7－7図 原子炉建物ケ－ブルル－ト図 

（原子炉建物中２階） 
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直流電源設備の蓄電池の設備区分について 

 

島根２号炉の直流電源設備の蓄電池の設備区分を第57－7－1表及び第57－7－

8図に示す。 

なお，直流電源設備の蓄電池のうち，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池(SA)，

230V系蓄電池(RCIC)及びSA用115V系蓄電池を設置許可基準規則第57条第１項を

満足する所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備として整理し

ている。 

 

第 57－7－1表 蓄電池の設備区分 

条文 設備区分 該当蓄電池 

第57条第１項b) 
所内常設蓄電式直流電源設備 

B-115V系蓄電池※1 

B1-115V系蓄電池(SA)※1 

230V系蓄電池(RCIC)※1 

常設代替直流電源設備 SA用115V系蓄電池※1 

第57条第２項 所内常設直流電源設備（３系統目） 115V系蓄電池(３系統目)※1 

第33条第２項 非常用直流電源設備 

A-115V系蓄電池※1 

B-115V系蓄電池※1 

B1-115V系蓄電池(SA)※1 

230V系蓄電池(RCIC)※1 

高圧炉心スプレイ系蓄電池※2 

A-原子炉中性子計装用蓄電池※1 

B-原子炉中性子計装用蓄電池※1 
※1:重大事故等対処設備 

  [設置許可基準規則に要求されるＳＡ設備に対して給電する設備] 

※2:重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

  [設置許可基準規則に要求されるＳＡ設備ではなく，有効性評価において重大事故等時に機能を期待する 

ＤＢ設備に対して給電する設備] 

 

 

 
第 57－7－8図 蓄電池の設備区分 

 

  

A-115V系蓄電池 B-115V系蓄電池

B1-115V系蓄電池(SA)

230V系蓄電池(RCIC)

重大事故等対処設備
(第57条第１項b))

【所内常設蓄電式直流電源設備
及び常設代替直流電源設備】

高圧炉心スプレイ系蓄電池

設計基準事故対処設備
(第33条第２項)

【非常用直流電源設備】

重大事故等対処設備
【想定される重大事故等時においてその機能を期待する設備】

A-原子炉中性子計装用蓄電池

115V系蓄電池(３系統目)SA用115V系蓄電池

重大事故等対処設備
【常設代替直流電源設備】

重大事故等対処設備
(第57条第２項)

【所内常設直流電源設備
（３系統目）】

B-原子炉中性子計装用蓄電池

重大事故等対処設備
【設置許可基準規則に要求される
ＳＡ設備に対して給電する設備】

重大事故等対処設備
（設計基準拡張）

【設置許可基準規則に要求される
ＳＡ設備ではなく，有効性評価にお
いて重大事故等時に機能を期待する
ＤＢ設備に対して給電する設備】
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57－7－9 
 

有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備への対応 

 

有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備への対応を第57

－7－2表及び第57－7－3表に示す。 

なお，有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備について

は，所内常設直流電源設備（３系統目）から高圧原子炉代替注水系，逃がし安全

弁又は計装設備等へ直流電源を供給することにより対応可能であり，既許可（2021

年９月）の有効性評価に変更は無い。 

また，原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合においても，常設代替直流電源

設備から給電される高圧原子炉代替注水系による原子炉注水によって対応可能で

ある。万一，常設代替直流電源設備が機能喪失した場合にも，所内常設直流電源

設備（３系統目）からの給電に切り替えることにより対応可能である。 

 

 

第 57－7－2 表 有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が 

必要な設備への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要設備

有効性評価

対応
炉心の著しい損傷の防止

原子炉格納容器の破損
の防止

使用済
燃料貯
蔵槽内
の燃料
損傷の
防止

運転停止中原子炉
内の燃料損傷の防

止

2.1 2.2
2.3
.1

2.3
.2

2.3
.3

2.3
.4

2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

【動力電源供給対象】

原子炉隔離時冷却系 － － ○ － － ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － －
原子炉隔離時冷却系が機能喪
失した場合は高圧原子炉代替
注水系により対応

高圧原子炉代替注水系 － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － －
所内常設直流電源設備（３系
統目）からの給電により対応

逃がし安全弁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ － － ○ ○ － －
所内常設直流電源設備（３系
統目）からの給電により対応

【制御電源供給対象】

計装設備※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
所内常設直流電源設備（３系
統目）からの給電により対応

(凡例) ：全交流動力電源喪失を想定しているシナリオ
※：有効性評価において24時間監視に必要な計装設備
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57－7－10 

第
57
-7

-3
表
 
有
効
性
評
価
の
各
シ
ナ
リ
オ
で
直
流
電
源
か
ら
電

源
供
給
が
必
要
な
設
備

 

主
要
設
備

 
有
効
性
評
価

 

2
.1

 
2
.2

 
2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

2
.3

.3
 

2
.3

.4
 

2
.4

.1
 

2
.4

.2
 

2
.5

 
2
.6

 
2
.7

 
3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.2

 
3
.3

 
3
.4

 
3
.5

 
4
.1

 
4
.2

 
5
.1

 
5
.2

 
5
.3

 
5
.4

 

【
動
力
電
源
供
給
対
象
】 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

逃
が
し
安
全
弁

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 

【
制
御
電
源
供
給
対
象
】 

原
子

炉
圧
力

容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

原
子

炉
圧
力

※
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

原
子

炉
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

原
子

炉
水
位

（
広
帯
域
）

※
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

原
子

炉
水
位

（
燃
料
域
）

※
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

原
子

炉
水
位

（
Ｓ
Ａ
）

※
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

高
圧

原
子
炉

代
替
注
水
流
量

※
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

代
替

注
水
流

量
（
常
設
）

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
○

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－
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57－7－11 

主
要
設
備

 
有
効
性
評
価

 

2
.1

 
2
.2

 
2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

2
.3

.3
 

2
.3

.4
 

2
.4

.1
 

2
.4

.2
 

2
.5

 
2
.6

 
2
.7

 
3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.2

 
3
.3

 
3
.4

 
3
.5

 
4
.1

 
4
.2

 
5
.1

 
5
.2

 
5
.3

 
5
.4

 

低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
流
量

※
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

※
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

格
納

容
器
代

替
ス
プ
レ
イ
流
量

※
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量

※
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

※
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ

 

出
口

流
量

※
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口

流
量

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

残
留

熱
除
去

ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口

流
量

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉

 

注
水

流
量

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

残
留

熱
代
替

除
去
系
格
納
容
器

 

ス
プ

レ
イ
流

量
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
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57－7－12 

主
要
設
備

 
有
効
性
評
価

 

2
.1

 
2
.2

 
2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

2
.3

.3
 

2
.3

.4
 

2
.4

.1
 

2
.4

.2
 

2
.5

 
2
.6

 
2
.7

 
3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.2

 
3
.3

 
3
.4

 
3
.5

 
4
.1

 
4
.2

 
5
.1

 
5
.2

 
5
.3

 
5
.4

 

ペ
デ

ス
タ
ル

温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ペ
デ

ス
タ
ル
水

温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

 

温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水

 

温
度

（
Ｓ
Ａ

）
※

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

 

圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
※

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
水
位

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル

 

水
位

（
Ｓ
Ａ

）
※

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 

ペ
デ

ス
タ
ル

水
位

※
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

格
納

容
器
水

素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

格
納

容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

）
※

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－
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57－7－13 

主
要
設
備

 
有
効
性
評
価

 

2
.1

 
2
.2

 
2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

2
.3

.3
 

2
.3

.4
 

2
.4

.1
 

2
.4

.2
 

2
.5

 
2
.6

 
2
.7

 
3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.2

 
3
.3

 
3
.4

 
3
.5

 
4
.1

 
4
.2

 
5
.1

 
5
.2

 
5
.3

 
5
.4

 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

※
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

中
性

子
源
領

域
計
装

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 

中
間

領
域
計

装
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

平
均

出
力
領

域
計
装

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
出
口
温
度

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 

ス
ク

ラ
バ
容

器
水
位

※
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ス
ク

ラ
バ
容

器
圧
力

※
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ス
ク

ラ
バ
容

器
温
度

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
放

射
線

モ
ニ

タ
（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

※
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

第
１

ベ
ン
ト

フ
ィ
ル
タ
出
口

 

水
素

濃
度

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器

 

冷
却

水
流
量

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－
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57－7－14 

主
要
設
備

 
有
効
性
評
価

 

2
.1

 
2
.2

 
2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

2
.3

.3
 

2
.3

.4
 

2
.4

.1
 

2
.4

.2
 

2
.5

 
2
.6

 
2
.7

 
3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.2

 
3
.3

 
3
.4

 
3
.5

 
4
.1

 
4
.2

 
5
.1

 
5
.2

 
5
.3

 
5
.4

 

残
留

熱
除
去

ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 

低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位

※
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

○
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
ポ
ン
プ

 

出
口

圧
力

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ

 

出
口

圧
力

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口

圧
力

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口

圧
力

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

残
留

熱
代
替

除
去
ポ
ン
プ

 

出
口

圧
力

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

原
子

炉
建
物

水
素
濃
度

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

静
的

触
媒
式

水
素
処
理
装
置

 

入
口

温
度

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

静
的

触
媒
式

水
素
処
理
装
置

 

出
口

温
度

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

格
納

容
器
酸

素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

 
○

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

格
納

容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－
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57－7－15 

主
要
設
備

 
有
効
性
評
価

 

2
.1

 
2
.2

 
2
.3

.1
 

2
.3

.2
 

2
.3

.3
 

2
.3

.4
 

2
.4

.1
 

2
.4

.2
 

2
.5

 
2
.6

 
2
.7

 
3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.2

 
3
.3

 
3
.4

 
3
.5

 
4
.1

 
4
.2

 
5
.1

 
5
.2

 
5
.3

 
5
.4

 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

－
 

－
 

－
 

－
 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

－
 

－
 

－
 

－
 

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン
ジ

・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

－
 

－
 

－
 

－
 

燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
○

－
 

－
 

－
 

－
 

凡
例

：
全
交
流
動
力
電
源
喪

失
を
想
定
し
て
い
る
シ
ナ
リ
オ

 

 
 

：
交
流
電
源
復
旧
後
に

使
用
す
る
設
備

（
計
装
用
無
停
電
交
流
電
源
装
置
か
ら
給
電
す
る
計
装
設
備
は
除
く
）

 

  
※
：
有
効
性
評
価
に
お
い

て
24

時
間
監
視
に
必
要
な
計
装
設
備

（
３
系
統
目
か
ら
給
電
可
能
）
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58条 

計装設備  
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58－1 

 

設置許可基準規則に対する適合 
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58－1－1 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のも

のを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失

した場合における計測設備への代替電源設備として，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又

は可搬型直流電源設備に加え，所内常設直流電源設備（３系統目）を使用できる

設計とする。 
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添付1 

 

関係条文の整理

166



 

添付 1－1 

申請内容に関する各条文の関連性及び既許可申請書に対する変更要否を第添 

付1－1表に示す。 

 また，今回申請する電源設備以外の重大事故等対処設備における個別設備の一

部については，申請内容により既許可（2021年９月）の基準適合性確認結果に影

響を与えるものではなく，本申請との関連性はないが，既許可申請書において，

関係する直流電源設備を参照している。所内常設直流電源設備（３系統目）は常

設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備の記載がある箇所については，第添

付1－2表及び第添付1－3表のとおり,電源供給元に所内常設直流電源設備(３系統

目）の記載の追加等の変更を行う。 
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添付 1－2 

 関係性の凡例            既許可変更有無欄の凡例 

今回申請での関係条文 ○  既許可からの変更有り ○ 

今回申請での無関係の条文 ×  ３系統目について項目追加有り □ 

既許可からの変更無し × 

 

第添付1－1表 関係条文の整理 

条文 

（設置許可基準） 
関係性 

既許可 

変更有無 
備考 

本

文 

添

八 

第1条 適用範囲 × × × 

適用する基準(法令）についての説明であ

り，要求事項ではないため，関係条文で

はない。 

第2条 定義 × × × 
言葉の定義であり，要求事項ではないた

め，関係条文ではない。 

第3条 

設計基準対

象施設の地

盤 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

設計基準対象施設の地盤に係る既設置許

可の基準適合性結果に影響を与えるもの

ではない。 

第4条 
地震による

損傷の防止 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

地震による損傷の防止に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるも

のではない。 

第5条 
津波による

損傷の防止 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

津波による損傷の防止に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるも

のではない。 

第6条 

外部からの

衝撃による

損傷の防止 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

外部からの衝撃による損傷の防止に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に影響

を与えるものではない。 

第7条 

発電用原子

炉施設への

人の不法な

侵入等の防

止 

〇 × × 

本条文は発電用原子炉全般に関係する

が，本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わないことか

ら，発電用原子炉への人の不法な侵入等

の防止に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

第8条 
火災による

損傷の防止 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

火災による損傷の防止設計に係る既設置

許可の基準適合性結果に影響を与えるも

のではない。 

 

168



 

添付 1－3 

条文 

（設置許可基準） 
関係性 

既許可 

変更有無 
備考 

本

文 

添

八 

第9条 

溢水による

損傷の防止

等 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

溢水による損傷の防止等に係る既設置許

可の基準適合性結果に影響を与えるもの

ではない。 

第10条 
誤操作の防

止 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

誤操作の防止に係る既設置許可の基準適

合性結果に影響を与えるものではない。 

第11条 
安全避難通

路等 
〇 × × 

本条文は発電用原子炉全般に関係する

が，本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わないことか

ら，安全避難通路等に係る既設置許可の

基準適合性結果に影響を与えるものでは

ない。 

第12条 安全施設 × × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

安全施設に係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。 

第13条 

運転時の異

常な過度変

化及び設計

基準事故の

拡大の防止 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故の拡大の防止に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。 

第14条 

全交流動力

電源喪失対

策設備 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

全交流動力電源喪失対策設備に係る既設

置許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではない。 

第15条 炉心等 × × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

炉心等に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

第16条 

燃料体等の

取扱施設及

び貯蔵施設 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に影響

を与えるものではない。 

第17条 

原子炉冷却

材圧力バウ

ンダリ 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

原子炉冷却材圧力バウンダリに係る既設

置許可の基準適合性結果に影響を与える

ものではない。 

 

169



 

添付 1－4 

条文 

（設置許可基準） 
関係性 

既許可 

変更有無 
備考 

本

文 

添

八 

第18条 
蒸気タービ

ン 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，蒸気

タービンに係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。 

第19条 
非常用炉心

冷却設備 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，非常

用炉心冷却設備に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。 

第20条 

一次冷却材

の減少分を

補給する設

備 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，一次

冷却材の減少分を補給する設備に係る既

設置許可の基準適合性結果に影響を与え

るものではない。 

第21条 

残留熱を除

去すること

ができる設

備 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，残留

熱を除去することができる設備に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではない。 

第22条 

最終ヒート

シンクへ熱

を輸送する

ことができ

る設備 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，最終

ヒートシンクへ熱を輸送することができ

る設備に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

第23条 
計測制御系

統施設 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，計測

制御系統施設に係る既設置許可の基準適

合性確認結果に影響を与えるものではな

い。 

第24条 
安全保護回

路 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，安全

保護回路に係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。 

第25条 

反応度制御

系統及び原

子炉停止系

統 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれ

らの運用の変更は伴わないことから，反応

度制御系統及び原子炉停止系統に係る既

設置許可の基準適合性結果に影響を与え

るものではない。 

第26条 
原子炉制御

施設等 
× × × 

本条文は発電用原子炉全般に関係するが，

本申請は既存設備に変更はなく，原子炉制

御室等に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 
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添付 1－5 

条文 

（設置許可基準） 
関係性 

既許可 

変更有無 
備考 

本

文 

添

八 

第27条 

放射性廃

棄物の処

理施設 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，放射性廃

棄物の処理に係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。 

第28条 

放射性廃

棄物の貯

蔵施設 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，放射性廃

棄物の貯蔵施設に係る既設置許可の基準適

合性確認結果に影響を与えるものではない。 

第29条 

工場周辺

における

触接線等

からの防

護 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，工場等周

辺における直接ガンマ線等からの防護に係

る既設置許可の基準適合性結果に影響を与

えるものではない。 

第30条 

放射線か

らの放射

線業務従

事者の防

護 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，放射線か

らの放射線業務従事者の防護に係る既設置

許可の基準適合性確認結果に影響を与える

ものではない。 

第31条 監視設備 × × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，監視設備

に係る既設置許可の基準適合性確認結果に

影響を与えるものではない。 

第32条 
原子炉格

納施設 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，原子炉格

納施設に係る既設置許可の基準適合性確認

結果に影響を与えるものではない。 

第33条 
保安電源

設備 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，保安電源

設備に係る既設置許可の基準適合性確認結

果に影響を与えるものではない。 

第34条 
緊急時対

策所 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，緊急時対

策所に係る既設置許可の基準適合性結果に

影響を与えるものではない。 

第35条 
通信連絡

設備 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，通信連絡

設備に係る既設置許可の基準適合性結果に

影響を与えるものではない。 

第36条 
補助ボイ

ラー 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，補助ボイ

ラーに係る既設置許可の基準適合性結果に

影響を与えるものではない。 
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添付 1－6 

条文 

（設置許可基準） 
関係性 

既許可 

変更有無 
備考 

本

文 

添

八 

第37条 
重大事故等の

拡大の防止等 
○ × × 

本申請は有効性評価において位置付けら

れた既存設備に変更はなく，及びそれら

の運用の変更は伴わないことから，有効

性評価に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

第38条 
重大事故等対

処施設の地盤 
○ × □ 

所内常設直流電源設備（３系統目）に係

る条文であり，設備要求を満足すること

を確認する必要があることから，本条文

を適用し，添付資料八に追加する。 

第39条 
地震による損

傷の防止 
○ × □ 同上 

第40条 
津波による損

傷の防止 
○ × □ 同上 

第41条 
火災による損

傷の防止 
○ × □ 同上 

第42条 
特定重大事故

等対処施設 
× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

重大事故等対処施設に係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるもの

ではない。 

第43条 
重大事故等対

処設備 
○ × □ 

所内常設直流電源設備（３系統目）に係

る条文であり，設備要求を満足すること

を確認する必要があることから，本条文

を適用し，添付資料八に追加する。 

第44条 

緊急停止失敗

時に発電用原

子炉を未臨界

にするための

設備 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそ

れらの運用の変更は伴わないことから，

重大事故等対処施設に係る既設置許可の

基準適合性結果に影響を与えるものでは

ない。 

第45条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ高圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

× × × 同上 

第46条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リを減圧する

ための設備 

× × × 同上 

第47条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ低圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

× × × 同上 
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添付 1－7 

条文 

（設置許可基準） 
関係性 

既許可 

変更有無 
備考 

本

文 

添

八 

第48条 

最終ヒートシ

ンクへ熱を輸

送するための

設備 

× × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及び

それらの運用の変更は伴わないこと

から，重大事故等対処施設に係る既設

置許可の基準適合性確認結果に影響

を与えるものではない。 

第49条 

原子炉格納容

器の冷却等の

ための設備 

× × × 同上 

第50条 

原子炉格納容

器の加圧破損

を防止するた

めの設備 

× × × 同上 

第51条 

原子炉格納容

器下部の溶解

炉心を冷却す

るための設備 

× × × 同上 

第52条 

水素爆発によ

る原子炉格納

容器の破損を

防止するため

の設備 

× × × 同上 

第53条 

水素爆発によ

る原子炉建屋

等の損傷を防

止するための

設備 

× × × 同上 

第54条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却の

ための設備 

× × × 同上 

第55条 

工場等外への

放射性物質の

拡散を抑制す

るための設備 

× × × 同上 

第56条 

重大事故等の

収束に必要と

なる水の供給

設備 

× × × 同上 
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添付 1－8 

条文 

（設置許可基準） 
関係性 

既許可 

変更有無 
備考 

本

文 

添 

八 

第57条 電源設備 ○ ○ 
〇 

□ 

所内常設直流電源設備（３系統目）に

係る条文であり，設備要求を満足する

ことを確認する必要があることから，

本条文を適用し，本文を変更し，添付

資料八を変更及び追加する。 

第58条 計装設備 × × × 

本申請は既存設備に変更はなく，及び

それらの運用の変更は伴わないこと

から，重大事故等対処施設に係る既設

置許可の基準適合性確認結果に影響

を与えるものではない。 

第59条 

運転員が原

子炉制御室

にとどまる

ための設備 

× × × 同上 

第60条 
監視測定設

備 
× × × 同上 

第61条 
緊急時対策

所 
× × × 同上 

第62条 

通信連絡を

行うために

必要な設備 

× ×  同上 
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添付 1－9 

第添付1－2表 個別条文における記載見直し箇所一覧 

条文 

（設置許可基準） 

記載見直し箇所の有無 

補足 
本文 添八 手順 

第44条 

緊急停止失敗

時に発電用原

子炉を未臨界

にするための

設備 

無 無 無 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わない

ことから，重大事故等対処施設に係

る既設置許可の基準適合性確認結

果に影響を与えるものではない。 

第45条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ高圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

変更 

有 

変更 

及び 

追加 

有 

無 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わず，重

大事故等対処施設に係る既設置許

可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではないが，既許可申請

書に記載のある常設代替直流電源

設備に対して所内常設直流電源設

備（３系統目）の記載の追加を行う

ことから本文を変更し，添付資料八

を変更及び追加する。 

第46条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リを減圧する

ための設備 

無 

変更 

及び 

追加 

有 

無 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わず，重

大事故等対処施設に係る既設置許

可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではないが，既許可申請

書に記載のある常設代替直流電源

設備に対して所内常設直流電源設

備（３系統目）の記載の追加を行う

ことから添付資料八を変更及び追

加する。 

第47条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ低圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

無 無 無 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わない

ことから，重大事故等対処施設に係

る既設置許可の基準適合性確認結

果に影響を与えるものではない。 

第48条 

最終ヒートシ

ンクへ熱を輸

送するための

設備 

無 
追加 

有 
無 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わず，重

大事故等対処施設に係る既設置許

可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではないが，既許可申請

書に記載のある格納容器フィルタ

ベント系に対して所内常設直流電

源設備（３系統目）からの給電の記

載の追加を行うことから添付資料

八に追加する。 
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添付 1－10 

条文 

（設置許可基準） 

記載見直し箇所の有無 
補足 

本文 添八 手順 

第49条 

原子炉格

納容器内

の冷却等

のための

設備 

無 無 無 

本申請は既存設備に変更はなく，及び

それらの運用の変更は伴わないことか

ら，重大事故等対処施設に係る既設置

許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではない。 

第50条 

原子炉格

納容器の

過圧破損

を防止す

るための

設備 

無 

変更 

及び 

追加 

有 

無 

本申請は既存設備に変更はなく，及び

それらの運用の変更は伴わず，重大事

故等対処施設に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるもので

はないが，既許可申請書に記載のある

格納容器フィルタベント系に対して所

内常設直流電源設備（３系統目）から

の給電の記載の追加を行うことから添

付資料八を変更及び追加する。 

第51条 

原子炉格

納容器下

部の溶解

炉心を冷

却するた

めの設備 

無 無 無 

本申請は既存設備に変更はなく，及び

それらの運用の変更は伴わないことか

ら，重大事故等対処施設に係る既設置

許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではない。 

第52条 

水素爆発

による原

子炉格納

容器の破

損を防止

するため

の設備 

無 

変更

及び 

追加 

有 

無 

本申請は既存設備に変更はなく，及び

それらの運用の変更は伴わず，重大事

故等対処施設に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるもので

はないが，既許可申請書に記載のある

常設代替直流電源設備に対して所内常

設直流電源設備（３系統目）の記載の

追加を行うことから添付資料八を変更

及び追加する。 

第53条 

水素爆発

による原

子炉建屋

等の損傷

を防止す

るための

設備 

無 

変更

及び 

追加 

有 

無 同上 

第54条 

使用済み

燃料貯蔵

槽の冷却

等のため

の設備 

変更 

有 

変更

及び 

追加 

有 

無 

本申請は既存設備に変更はなく，及び

それらの運用の変更は伴わず，重大事

故等対処施設に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるもので

はないが，既許可申請書に記載のある

常設代替直流電源設備に対して所内常

設直流電源設備（３系統目）の記載の

追加を行うことから本文を変更し，添

付資料八を変更及び追加する。 
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添付 1－11 

条文 

（設置許可基準） 

記載見直し箇所の有

無 補足 

本文 添八 手順 

第55条 

工場等外への

放射性物質の

拡散を抑制す

るための設備 

無 無 無 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わないこ

とから，重大事故等対処施設に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に

影響を与えるものではない。 

第56条 

重大事故等の

収束に必要と

なる水の供給

設備 

無 無 無 同上 

第57条 電源設備 
変更 

有 

変更

及び 

追加 

有 

変更 

及び 

追加 

有 

所内常設直流電源設備（３系統目）

に係る条文であり，設備要求を満足

することを確認する必要があること

から，本条文を適用し，本文を変更

し，添付資料八及び手順を変更及び

追加する。 

第58条 計装設備 
変更 

有 

変更

及び 

追加 

有 

変更 

有 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わず，重

大事故等対処施設に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではないが，既許可申請書に

記載のある常設代替直流電源設備に

対して所内常設直流電源設備（３系

統目）の記載の追加を行うことから

本文及び手順を変更し，添付資料八

を変更及び追加するとともに，所内

常設直流電源設備（３系統目）の給

電における判断基準として既存パラ

メータを重大事故等時にも使用する

ことから添付資料八及び手順を変更

する。 

第59条 

運転員が原子

炉制御室にと

どまるための

設備 

無 無 無 

本申請は既存設備に変更はなく，及

びそれらの運用の変更は伴わないこ

とから，重大事故等対処施設に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に

影響を与えるものではない。 

第60条 監視測定設備 無 無 無 同上 

第61条 緊急時対策所 無 無 無 同上 

第62条 

通信を行うた

めに必要な設

備 

無 無 無 同上 
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添付 1－12 

第添付1－3表 技術的能力基準における記載見直し箇所一覧 

技術的能力

基準 

記載見直し箇所の有無 
補足 

本文 添十 手順 

1．重大事故等対策 

1.0 重大事

故等対策に

おける共通

事項 

無 無 無 

アクセスルートの確保（屋内アクセスルートの

確保）については，中央制御室内での操作であ

るため，既許可からの変更はなく，手順書の整

備，教育及び訓練の実施並びに体制の整備につ

いては,重大事故等発生時に的確かつ柔軟に対

処できるよう，手順書を整備し，教育及び訓練

を実施するとともに，要員を確保する等の必要

な体制を整備し，技術的能力1.14にて確認する

ため，既許可からの変更は無い。 

1.1 ～ 1.13 

各手順等 
無 無 無 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれらの

運用の変更は伴わず，重大事故等対処施設に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではなく，所内常設直流電源設備（３

系統目）を用いた手順を技術的能力1.14にて整

理するため，既許可からの変更は無い。 

1.14 電 源

の確保に関

する手順等 

変更 

有 

変更 

有 

変更 

及び 

追加 

有 

所内常設直流電源設備（３系統目）に係る基準

であり，給電手順を整備する必要があることか

ら，「第10-1表 重大事故等対策における手順

書の概要」及び「第10-2表 重大事故等対策に

おける操作の成立性」に所内常設直流電源設備

（３系統目）を用いた手順を反映することによ

り本文及び添付資料十を変更し，所内常設直流

電源設備（３系統目）を用いた手順を変更及び

追加し，有効性を確認する。 

1.15 事 故

時の計装に

関する手順

等 

変更 

有 

変更 

有 

変更 

有 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれらの

運用の変更は伴わず，重大事故等対処施設に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではないが，記載のある常設代替直流

電源設備に対して所内常設直流電源設備（３系

統目）の記載の追加を行うことから本文，添付

資料十及び手順を変更し，所内常設直流電源設

備（３系統目）の給電における判断基準として

既存パラメータを重大事故等時にも使用するこ

とから手順を変更する。 

2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応に 

おける事項 

2.1 可搬型

設備等によ

る対応 

無 
追加

有 
無 

本申請は既存設備に変更はなく，及びそれらの

運用の変更は伴わず，重大事故等対処施設に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではないが，「第1.2-4表 大規模損壊

発生時の対応操作一覧」等に所内常設直流電源

設備（３系統目）を用いた手順を反映すること

から添付資料十を変更する。 
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